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                                １３：００開議  

 

○ 荻須智之委員長 

 それでは、総務常任委員会を開催いたしますので、インターネット中継を開始してくだ

さい。 

 改めまして、こんにちは。所管事務調査報告書について、冒頭お知らせします。 

 ７月に実施しました休会中の所管事務調査、これまでの新型コロナウイルス感染症対策

を踏まえた本市の危機管理体制についての報告書案を作成しましたので、本日会議用シス

テムに配信しております。 

 ファイル999_７月所管事務調査報告書案となっております。 

 ご確認いただき、修正等ご意見がある場合は、９月11日の金曜日までに議会事務局まで

お知らせいただきますよう、よろしくお願いします。 

 次に、審査順序に関しまして、先日も申し上げましたが、本日から９月３日までは決算

議案の審査のみを行い、９月４日以降にその他の議案を取り扱います。 

 審査順序はお配りした資料のとおりでありますが、今回、委員会審査と一般質問の順番

を入れ替える中で、理事者においてどうしても都合のつかなかった予定や新型コロナウイ

ルス感染症に係る緊急の要件が入る可能性もございます。そういった場合は審査順序にこ

だわらず、その都度進行を調整させていただきますので、よろしくお願いします。 

 また、決算審査と予算審査を連動させるサイクルにつきまして、昨年度から始まった決

算審査と予算審査を連動させるサイクルの構築に向け、本年度も決算審査において適宜議

員間討議を実施し、全体審査に向けた論点の整理を行っていきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 なお、前年度の提言事項に関し、８月21日開催の決算常任委員会において、理事者から

取組状況の報告がありましたが、今回の決算審査においてはこれらも踏まえた上で決算審

査を行うこととなっております。 

 お手元に、前年度の提言事項の一覧を配付しておりますが、委員各位におかれましては

各部局ごとの審査の際に必要に応じて質疑いただき、全体会審査に送るようなものがあれ

ばご提案をお願い申し上げます。 

 それでは、これより、政策推進部に係る議案の審査に入ります。 

 なお、議案聴取会においてもご案内しましたが、今回、新型コロナウイルス感染症の拡
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大状況を考慮し、東京事務所長にはご出席していただいておりません。東京事務所関連の

質疑に対し、出席している理事者での答弁が難しいようであれば、東京事務所に連絡を取

って答弁を調整したり、必要であれば後日資料を提出していただくなどの手法を取って審

査をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、まず、部長よりご挨拶をお願いします。 

 

○ 佐藤政策推進部長 

 皆さん、こんにちは。政策推進部でございます。よろしくお願いします。 

 毎日、非常に暑い日が続いておりまして、皆さんもお疲れのところとは思いますけれど

も、先日の議案聴取会のほうでいろいろ資料請求いただきましたので、そちらのほうご用

意させていただきました。ご審議のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○ 荻須智之委員長 

 ありがとうございます。 

 

    議案第21号 令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について 

      歳出第２款 総務費 

         第１項 総務管理費 

          第１目 一般管理費中秘書国際課、東京事務所関係部分 

          第８目 企画費 

          第11目 国際化推進費中秘書国際課、政策推進課関係部分 

        第８款 土木費 

         第５項 港湾費 

 

○ 荻須智之委員長 

 では、議案第21号令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計の決算認定のうち、政策

推進部所管部分を議題といたします。 

 本件につきましては、議案聴取会において追加資料の請求がありましたので、資料の説

明を求めます。 
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○ 田中政策推進課長 

 政策推進課長、田中です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 先日、ご請求いただきました追加資料の説明からさせていただきます。 

 資料のほうは、タブレットのほうの05_８月定例月議会、04_総務常任委員会、003_政策

推進部（追加資料）、これを使って説明させていただきます。003_政策推進部（追加資料）

のほうを開けていただきますよう、お願いいたします。 

 

○ 荻須智之委員長 

 よろしいでしょうか。 

 では、お願いします。 

 

○ 田中政策推進課長 

 表紙をめくっていただきまして、２ページ目が目次となってございます。 

 請求いただきました資料について、関連とかというところを一つにまとめまして、６項

目、目次に書いてあるとおり、まとめさせていただきました。 

 東京事務所のほうと併せて、政策推進課の関係のほうを私のほうから説明させていただ

きます。 

 めくっていただきまして、３ページからになります。 

 まず、東京事務所におけるシティプロモーション事業についてというところで、成果と

考え方についてということで、２点、請求いただきました。 

 ３ページの１番、シティプロモーション事業の成果についてというところになります。 

 首都圏におけるシティプロモーションとして、都市イメージの向上、物産、観光、販路

開拓、東海地域の連携、企業内ＰＲ等により本市の認知度の向上に寄与することができた

というふうに総括してございます。 

 下のほうにイベント状況ということで項目ごとにまとめさせていただきましたが、総括

的にまず申しますと、四日市ＳＴＹＬＥでの来場者へのアンケートでは、多くの方から、

イベントを通して四日市に行ってみたいといった声や日本橋や霞が関等で開催した物産観

光イベントでは、昨年度に比べ、売上額の増加や、来場者から、今年も開催を楽しみにし

ていたといった声を聞くなど、四日市ファンも形成されつつあると。これは、首都圏にお
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ける本市の認知度が徐々に高まってきているものと思われると。これが総括でございます。 

 個々の詳細につきましては、イベント状況というふうに表で示させていただきました。 

 四日市ＳＴＹＬＥ、物産観光・販路開拓イベント、東海地域東京事務所連携イベントと

いうふうな項目立てにさせていただきまして、表の右端の来場者数、売上げ等というとこ

ろで――先ほど総括させていただいた成果と呼べるところをちょっと黄色で網かけもして

おきますが――アンケート結果であるとか、売上げ比が昨年度より高まっているというと

ころ、来場者数をまとめさせていただいたところです。 

 めくっていただきまして、４ページのほうにもその続き、表となってございまして、そ

の他首都圏での情報発信というところで、移住相談会等について、来場者数、相談者数を

まとめさせていただいております。 

 表の下ですが、今後もリニア中央新幹線で開発が注目されている品川エリアにおけるイ

ベントの開催や四日市市のプロモーション映像、続・必見四日市の活用など、引き続き、

首都圏における効果的な情報発信に努めていくとさせていただいております。 

 ４ページの中段が次の項目になります。 

 ２番、首都圏におけるシティプロモーションに関する考え方についてということで、東

京事務所が首都圏でシティプロモーションを行うメリットというところで、下に４点まと

めさせていただきました。 

 １番が、立地を生かした情報収集により、シティプロモーションの効果的な場所を設定

できるという点でございます。 

 ２番が、他自治体の東京事務所と連携して、広域的なシティプロモーションを実施でき

るというところです。 

 ３点目が、四日市にゆかりのある企業本社、東京にある企業本社との連携が容易である

というところです。 

 ４番は、東京にございます三重テラスの活用や地域活性化センターとの交流が図れると

いうところです。 

 以上のようなメリットを生かして、独自に首都圏在住者、訪問者へのシティプロモーシ

ョンの実施や他の自治体と連携し広域的なプロモーションを実施しているところでござい

ます。 

 なお、東京事務所職員は、シティプロモーション部も兼務しております。予算において

も、総務費というところで、同じ費目の中にシティプロモーション推進事業費として計上
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し、首都圏での事業を実施しているところでございます。 

 めくっていただきまして、５ページが、先ほど申しました４点のメリットに沿って、令

和元年度の実績をまとめさせていただいております。 

 １番が、開催場所に関しての事項、２番が、他の自治体の東京事務所との連携がどうな

されたか、３番が、四日市にゆかりのある企業との連携に関してこういう項目を行ったと

いうことです。４番が、三重テラスや地域活性化センターとの交流についてまとめさせて

いただいたところです。 

 この項目は以上です。 

 次に、参ります。 

 めくっていただきまして６ページになります。 

 次は、産官学連携推進事業について、昨年度の実績を追加資料としてご請求いただきま

した。 

 産官学連携推進事業については、三重大学の北勢サテライトと東京大学地域未来社会連

携研究機構と、２か所ございますので、２点まとめさせていただいております。 

 ６ページ目にまとめさせていただいたのが、１番としまして、三重大学北勢サテライト

における令和元年度の活動実績になってございます。 

 表という形でまとめさせていただきましたので、ちょっと一つ一つ詳しくは申し上げま

せんけれども、ざっと１番から、地元企業との連携セミナー、中小企業との共同研究、工

業系人材に関する教育への支援、三重大生のコンビナート企業の見学会、中小企業向けの

人材育成の支援、四日市公害と環境未来館のイベントに関する支援、あと、防災・減災に

関する連携、四日市市コンビナート安全対策委員会への参加というところです。 

 めくっていただきまして、７ページもその続きとなってございます。 

 医療の向上及び健康的な地域づくりに関する連携、あと、教養教育公開講座、一般向け

の講座ということになりますが、市民向け講座ということでございます。 

 三重大学のほうに関しては以上です。 

 ７ページの途中からですが、２番、東京大学地域未来社会連携研究機構における令和元

年度の研究の実施に関してです。 

 地域の課題解決のための学術研究の推進や技術革新の創出等を目的とし、令和元年10月

24日に連携協定を締結しています。それに基づき、研究を実施するということでございま

す。 
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 毎年、研究テーマというのを考えていくことになるんですが、令和元年度は、三重県四

日市市における製造業企業のＩｏＴ化・ＡＩ導入促進調査研究というのを実施させていた

だいたところです。 

 目的は市内製造業企業におけるＩｏＴ化・ＡＩ導入の実態を把握し、政策的課題を明ら

かにするとともに、業種の特性に合わせた有効な施策を検討するということでございます。 

 研究成果について、ちょっと概要をお示ししようと思ったんですけれども、要約を私ど

もでするということがなかなか難しかったものですから、研究報告書の概要版を次ページ、

８ページからちょっとそのままつけさせていただきました。 

 ちょっとページ、ボリュームが、多くて申し訳ございませんけれども、研究の概要とい

うか、あらましをざっと感じていただければということでつけさせていただいた次第です。 

 ８ページ、９ページとめくっていただきまして、10、11ページもめくっていただきまし

て、12、13ページぐらいまで行っていただけますでしょうか。 

 13ページのほうが、今回の調査でどのようなことをやったかということが、東京大学の

松原教授のほうのまとめで表といたしております。 

 過去の研究を踏まえつつ、四日市市の製造業に対しての概要を押さえながら、統計デー

タをちょっと整理するとともに、企業に関してアンケート調査を行いました。あと、イン

タビューに応じていただけるところにまたインタビュー調査をしまして、質的な検討を行

うというところでございます。 

 それぞれの結果を押さえながら、ＩｏＴ化・ＡＩ導入の施策に関して、本研究における

提言というような形でまとめさせていただいたということになってございます。 

 その内容というのが次ページ以降になってございます。 

 ざっと、すみません、めくっていく形になりますけれども、14ページからが四日市の製

造業の概要というところで、歴史の振り返り、変遷の振り返りとなってございます。 

 これ概要ですので、もっと途中の詳細は省いていますけれども、例えば1980年の本市の

状況ということで、図的にプロットするということで、地図上にビジュアルに示すという

ような研究をしていただいたところです。 

 14ページ、15ページもずっとその関係になってございます。 

 16、17ページというところで、ちょっとグラフで整理をしていただきました。 

 飛ばしていただきまして、19ページに行きますと、本市の企業に対して、ＩｏＴ化・Ａ

Ｉ導入に関してどのような感覚をお持ちであるかということをアンケートで調査していた
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だいたまとめになってございます。 

 19ページ、20ページ、21ページと、そのアンケート調査のまとめとなってございます。 

 続きまして、22ページは聞き取り調査の結果というところで、詳細な部分は本当はある

んですけれども、概要と、聞き取り調査の状況ということでまとめていただいております。 

 23ページのほうになりますと、本市の施策ということでのまとめをするために、国の動

きと、24ページに行きますと、他地域における先進事例というところです。 

 25ページに、本市の最近の動向というところをまとめていただいております。 

 すみません、駆け足ですが、26ページが、この研究におけるまとめ、提言的なところに

なってございます。 

 26ページの上段、１番、四日市市製造業の特性を踏まえたＩｏＴ化・ＡＩ導入の促進と

いうところで、アンケート調査や聞き取り調査によって、進捗状況が異なっておるという

ところです。 

 なかなかＩｏＴ化やＡＩ導入に関して踏み切れていないところも多いというところでご

ざいます。 

 四日市市の製造業の特性を踏まえた独自のガイドブック等の作成が効果的ではないかと

いうところで提言をいただいてございます。 

 そして、先進的な取組をしている企業も、その一方で、幾つも存在するということが聞

き取り調査等でも分かってまいりました。 

 そういった先進的な取組とか他市事例等を企業に紹介していくと。そういった経験を広

める機会を増やしていくことが重要であるというところが提言の要点となってございます。 

 あと、それに関連しまして、２番は中小企業のＩｏＴ化・ＡＩ導入支援と産官学連携の

活用という点、３点目としましては、ＩｏＴ化・ＡＩ導入を進める企業グループの醸成、

４番目が、人材育成と現場密着型ＩｏＴ・ＡＩ関連産業の立地促進というところです。 

 続きまして、27ページのほうでは、５番目としまして、広域的な連携を通じた先進的取

組の展開とスマート産業都市の形成ということで、長期的な視点での提言もいただいてお

るというところです。 

 この項目に関しては、このページまででございます。 

 めくっていただきまして、28ページ目になります。 

 中核市移行に関して資料請求をいただきました。 

 これまでの県との協議等を中心とした経緯のまとめというところの資料請求と、産廃に
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関する以外の、その他の事務等の協議についての状況というところで、２点、資料請求を

いただきました。 

 まずは、１点目のこれまでの協議状況のほうでございます。 

 28ページの１番、これまでの経緯というところで、主な動きをちょっと簡単な年表でま

とめさせていただきました。 

 平成17年２月に始まりまして、平成18年の７月に廃棄物不適正処理事案に関する確認書

を県との間と締結ということがございました。 

 保健所政令市移行ということを経まして、片や、産廃に関しては産廃特措法が改正され

る。それに基づく形で、内山事案であるとか、大矢知・平津事案について、環境大臣の同

意を得て事業を進めていくというところでございます。 

 事務委託に関して、総務省の協議というのをさせていただいたということもありつつ、

片や、中核市の人口要件が30万人から20万人に変わり、特例市制度がなくなるということ

もございました。 

 それを経まして、今に至っておるというところでございます。 

 めくっていただきまして、29ページになります。県との確認書というところです。 

 確認書において、三重県は産業廃棄物の不適正処理事案について、四日市市が中核市に

移行しなかった場合に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき三重県が果たすべき責

任を、四日市市が中核市に移行した後においても引き続き果たすことというところが確認

書の肝の部分でございます。 

 ３番、産廃不適正処理事案の進捗状況というところでございますけれども、令和４年度

末までを期限とし、対策工事を三重県のほうで順次進めておりまして、工事自体は、現在

は大矢知・平津事案を残すのみとなっている状況でございます。 

 ４番目、三重県等との協議についてということで、最近の協議の状況について、昨年度、

ちょっと議員説明会の資料としても出させていただいたんですけれども、県との協議内容

をまとめさせていただきました。 

 県との協議内容というところで、①本市の見解というところになってございますけれど

も、本市としましては、事務委託を前提とした協議を進めたいというところでございます。 

 事務委託というのは何かと申しますと、その下に書いてございますが、地方自治法第

252条の14第１項というところで、普通地方公共団体は、協議により規約を定め、事務の

一部を他の地方公共団体に委託してさせることができるというところでございます。 
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 次に、参ります。30ページのほうです。 

 平成31年１月の総務省の見解というところを書かせていただきました。 

 事務委託を前提とした中核市移行の可否というところ、例外的なケースではあるけれど

も、事務委託を前提とした中核市移行自体は、手法としてはあり得るということでござい

ます。 

 その一方で、県の財政負担の下、事務委託を行う場合の県による起債と県への特別交付

税措置の可否という点については、環境省と総務省自治財政局による協議が必要であろう

というところ、特別交付税の措置については、起債の協議結果により判断するというふう

になってございます。 

 ③県、廃棄物対策局ですが、県の見解というところです。 

 法律上、対策工事の権限は中核市に移るため、市に対する支援策については、県議会が

納得できる説明が必要であると。このため、県全体を踏まえると、県が全額財政負担をす

ること、対策工事の実施主体となることは難しいと考えていると。他都市の事例を参考に、

具体的な手法について協議したいと考えているというところです。 

 さらに、④事務委託に対する県の見解というところ、令和元年６月25日付でございます

が、県が事務委託を受けるためには、引き続き県が起債し、特別交付税措置が受けられる

ことが前提となると。この点について、総務省、環境省への確認が必要であるため、県市

合同で、総務省、環境省と協議を行うことについては、中核市移行への課題の一つを解決

しようとする点で必要と考える。 

 一方、事務委託に当たっては、工事以外の事務についても課題の整理が必要であり、別

途、県、市で協議したいと考えているというふうになってございます。 

 次、行きまして、31ページです。 

 確認書の本文をそのままちょっと参考に上げさせていただきました。 

 その下ですが、その他の協議、移譲事務、派遣準備等というところでございます。 

 移譲事務についてですが、これまで県との協議の中では産廃のことが中心となってござ

いましたけれども、それ以外の事務についても協議を進めることになってございました。 

 想定される課題や支障となることについて、三重県各部局への照会やそれらに関する情

報提供等の協力をいただけるようになりました。 

 課題や支障となる事務という例ということで、例えば条例が要るような事務はどんなこ

とであるかというのが１点、めくっていただきまして、32ページですけれども、事務執行
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上の課題や支障がある、配慮が要るというものが２点、３点目が施設や設備やシステム等

の整備が必要となる、４点目が専門人材の育成等の支援が必要となるというようなことが

ございます。 

 あと、中段、職員派遣についてでございますが、市から県に関して２名ずつ、最近、環

境の関係で行っていただいておるというのがございます。 

 また、逆に、平成29年度から三重県職員を２名受け入れ、人事交流を図っているところ

でございます。 

 今後についても、環境分野以外の職員の派遣については、中核市移行の時期が確定した

段階で検討していく予定でございます。 

 ５番目、今後の取組についてでございますが、二つございます。 

 産業廃棄物不適正処理事案に関する対策工事の状況及び対策工事終了後の動きについて、

引き続き、三重県との協議を進めていくとなってございます。 

 あと、ほかの部分も含めた移譲事務に関しましては、県から市への円滑な移行に向けて、

想定される課題や支障の整理を進めていくということでございます。 

 中核市に関しては以上です。 

 

○ 磯村秘書国際課長 

 秘書国際課の磯村でございます。 

 私からは、国際交流事業について、事業の目的、昨年度の具体的な成果及び国際交流事

業を秘書国際課が担う意味についてまとめた資料について、ご説明をさせていただきます。 

 まず、国際交流の目的について、秘書国際課としての目的ですが、総合計画のほうにも

掲げさせていただいております目指す姿のとおり、グローバル化の進展に対応した市民に

よる国際交流が広がるとともに、国際感覚に優れた人づくり、国際性に富んだ地域社会を

形成することと考えております。 

 姉妹都市、友好都市の提携を始めました40年、50年前は、まだ個人で海外に行くことが

一般的ではないような時代でしたので、市が主導する形で国際交流を進める必要が大きか

ったのですが、現在では個人で海外旅行に行くことも一般的となり、各高校や大学でも独

自に海外での研修を実施するようになっていますので、おのずと市が果たす役割も変わっ

てきていると考えております。 

 そこで、長いお付き合いを続けてきました姉妹都市、友好都市の絆は大切に守りつつ、
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この交流を軸に、市民の皆さんに参画していただけるような事業を実施するとともに、学

校や国際交流に関わる団体などと連携して、国際交流活動が促進されるように情報の収集、

提供を行っていきたいと考えております。 

 次に、秘書国際課が国際交流事業を担う意味ということで、市の組織の中での秘書国際

課が所管する国際交流についての考え方です。 

 姉妹・友好都市における国際交流については、儀礼上、市長等、トップ同士の交流が中

心になること、また、姉妹・友好都市の交流というのは、交流分野が特定のものに限られ

ていないことから、ロングビーチ・ヨッカイチ姉妹都市協会や天津市人民政府外事弁公室

との一元的な窓口として秘書国際課が所管をしております。 

 一方、分野を特定し、より専門的な見地での交渉が必要となる事業や、相手方の窓口が

その特定の分野に関わる部門となるような事業は、その分野の担当部局が所管し、秘書国

際課としては儀礼的な部分の統一性を図るための側面支援をしているところです。 

 次に、秘書国際課所管の各事業の概要と昨年度の実績、成果と、他の部局でも実施して

います国際交流事業の概要をご説明いたします。 

 まず、姉妹都市、ロングビーチ市との交流です。 

 交換学生、教師――通称トリオと呼んでおりますが――の相互派遣事業は1965年から実

施している事業で、高校生２名と教師１名の計３名を親善大使として隔年で相互に派遣を

しております。昨年度は受入れをいたしました。 

 成果といたしましては、青少年の国際感覚の醸成及び異文化理解の促進、ホストファミ

リーとして受入れに協力していただいた市民による草の根交流が本市の国際化推進につな

がっています。 

 今年度、過去にこの事業に参加していただいた方々にアンケート調査を実施したところ、

多くの方々がこの事業で意義ある経験ができ、語学力の向上や国際感覚、積極性の醸成、

また、進路や将来の就労によい影響を与えたとご回答いただいています。 

 この事業をぜひ継続してほしいと望む声も多く、歴代のトリオのネットワークを築き、

ロングビーチ市との交流事業に参加あるいは運営企画に関わりたいという声も見られまし

た。 

 中には、この事業に参加したことに影響を受けて、国連の職員になったという方もあり

ました。 

 次に、資料34ページをご覧ください。 
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 他の部局での姉妹都市のご縁を活用して実施している事業です。 

 英語指導員・ＹＥＦの招請事業がございます。これは、教育委員会のほうで実施をして

おります。 

 毎年、ロングビーチ市から英語指導員を招いて、小中学校での英語指導をはじめ、幼稚

園での国際理解の推進を図っています。 

 次に、病院の事業としましては、医師派遣事業が実施されています。 

 また、環境部では地球環境塾を実施しており、ロングビーチ市と天津市、本市の高校生

が共同生活をしながら四日市公害の歴史と教訓について学び、環境問題について学習し、

意見交換等を行っています。 

 どの事業も、それぞれ子供の英語力の向上、医療レベルの向上、国際環境協力といった

それぞれの分野での目的を持って実施されておりまして、成果を上げていると聞いており

ます。 

 秘書国際課としましても、ロングビーチ市との窓口として連携、支援させていただいて

いるところでございます。 

 次に、天津市との交流です。 

 昨年度、初めて参加しましたが、天津市が主催する世界知能大会への参加がございまし

た。 

 友好都市である本市と神戸市と千葉市が招待されました。来場者延べ50万人以上の国際

的な大会で、最新のＡＩ関連技術の情報や中国の発展について知ることができました。 

 今年度はコロナウイルス感染症の影響でオンラインでの開催になりましたが、本市は、

市長のビデオメッセージを送り、開会式にて披露していただいたところです。 

 資料の35ページをご覧ください。 

 次に、昨年度は40周年の記念事業について事前協議のために職員を派遣いたしました。 

 記念事業としてどのようなものを実施するかということについて、先方の各分野の担当

者を集めていただいて協議し、互いに確認をすることができました。 

 次に、四日市フェアです。 

 商工会議所内にあります四日市・天津経済交流センターが、天津市市内のショッピング

センターにて行う、萬古焼など、四日市市の地場産品の展示即売ですが、例年、本市の職

員も同行しまして現地でシティプロモーションを行っております。 

 本市における地場産品、産業技術等の地域資源を天津市においてＰＲすることで、産業



 - 13 - 

交流の拡大、地域間交流の促進を図ることができております。 

 残念ながら昨年度はコロナウイルス感染症の影響で中止となりました。その代わりと言

ってはなんですが、天津市内で新型コロナウイルス感染症の影響が深刻化しておりました

２月に、支援物資として医療用手袋５万枚を寄贈しました。 

 長年の友であります天津市を支援できたのはもちろんのこと、天津市の公式ホームペー

ジでこのことを公表していただきまして、40年の絆を天津市民に向けて発信することがで

きたと考えております。 

 この物資のお返しとして、今年度になりますけれども、４月には、天津市からサージカ

ルマスク２万枚、防護服2000着を送っていただいたところです。 

 次に、天津市との他部局での事業といたしましては、先ほどご説明させていただきまし

た地球環境塾、また、ほかにも環境部の事業として天津セミナーを実施しております。 

 これらの事業に関しましても、天津市の外事弁公室との窓口として、連携、支援をさせ

ていただいております。 

 資料には記載しませんでしたが、過去に市内の高校生が天津市での研修を実施した際に

も、外事弁公室へ見学施設との調整を依頼しまして、窓口としての役割を果たしたことも

ございます。 

 資料36ページをご覧ください。 

 これまでご説明しましたような取組に加えまして、両市とは５年ごとの節目に青少年に

よるスポーツ交流や文化交流等の記念事業を行い、市民に対して国際理解の促進を図って

いるところです。 

 これらの取組が評価されまして、自治体国際交流表彰の総務大臣賞を過去に２度受賞し

ております。 

 その他の国際交流としましては、昨年度は、中国の名古屋総領事が就任のご挨拶にお越

しをいただいたことに対して対応させていただきました。 

 そのほか、外務省の事業で、中国青年メディア関係者代表団が本市を来訪されたときの

対応ですとか、天津市から子供たちが研修に来た際の対応、ＪＩＣＡの事業でベトナム戦

略的幹部養成研修訪日団が来た際の対応をさせていただいております。 

 そして、その他の交流のうち、他部局の事業といたしましては、スポーツ・国体推進部

が行うホストタウンとしての交流、商工農水部が行うベトナムハイフォン市との経済交流

がございます。 
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 これらの国際交流についても、必要に応じて、儀礼的な部分について秘書国際課が支援

をさせていただいているところです。 

 私からの説明は以上でございます。 

 

○ 田中政策推進課長 

 続きまして、37ページのほうをご覧ください。 

 シドニー港との姉妹港提携に基づく交流についてということで追加資料をまとめさせて

いただきました。 

 請求いただいたときに、ちょっと私ども不勉強なところがあって申し訳ございませんで

した。改めて、四日市港管理組合にも確認しながら、ちょっと再確認でまとめさせていた

だいたところでございます。 

 四日市港とシドニー港は、昭和43年に姉妹港提携を締結しております。両港間での交流

を続けてきたところでございます。 

 ですので、窓口としましては、四日市港管理組合のほうが行っておりまして、逆に申し

ますと、四日市市としての交流事業というのはちょっとやっていないというところでござ

いました。 

 四日市港とシドニー港との主な交流実績について、37ページのほうでまとめさせていた

だいてございます。 

 昭和43年10月に姉妹港となりまして、コンテナ航路が開設したというところでございま

す。 

 昭和53年には10周年の記念式典、昭和63年には20周年の記念事業ということを行ってご

ざいます。 

 その後、シスターポートセミナーというものであるとか、職員交換事業というのがござ

いましたが、それにつきましては、それぞれ平成18年、平成19年までで途切れておるとい

うところです。 

 平成10年には、姉妹港提携30周年記念式典というところがございます。 

 あと、平成14年５月に、オーストラリアとのコンテナ定期航路が廃止となってございま

す。 

 平成20年には、市制111周年記念事業の中で、四日市港管理組合の協賛事業として、オ

ーストラリアとシドニー港のＰＲブースを設置していただいておるところです。 



 - 15 - 

 あと、めくっていただきまして、38ページのほうをご覧ください。 

 議案聴取会の際に、笹岡委員から指摘がございました。議会のほうでもそういうやり取

りがあったというところで、代表的な部分をちょっと参考に挙げさせていただきました。 

 四日市港管理組合議会のほうで、笹岡委員から、今後のシドニー港との交流について、

四日市港管理組合の所見をということで質問をいただいておるところです。 

 そのときの答弁を要約で申しますと、ここに答弁というところで書いてあるとおりでご

ざいます。 

 結論部分から申しますと、平成30年に姉妹港提携50周年という節目を迎えるというとこ

ろで、これを契機として今後の交流の在り方についてシドニー港と協議していきたいとい

うことで、港湾管理者として、このように答弁があったところでございます。 

 平成30年というのはもう過ぎておるところで、じゃ、どのようであったかというふうな

ところについて、（２）四日市港管理組合としての今後の方針というところです。 

 平成30年に姉妹港提携50周年を迎えるに当たり、四日市港管理組合からシドニー港に今

後の両港の交流の在り方について確認を行いました。 

 引き続き、姉妹港の提携を継続していくという意思をお持ちでございます。 

 そして、50周年記念事業として、記念盾や記念品の交換を行ったところでございます。 

 これまでの四日市港の発展の過程において、シドニー港との関係は欠かすことのできな

かったものであるという認識をしておりまして、今後も両港の友好と交流の歴史を大切に

継承していきたいということで、今後も、相手方の意思も尊重しながら、節目には記念品

の交換などの記念事業を続けていきたいということでございます。 

 シドニー港に関しては以上です。 

 めくっていただきまして、39ページです。 

 これも四日市港に関することで、市街地と一体となったみなとまちづくりのこれまでの

取組についてというところでまとめさせていただきました。 

 １番、市街地と一体となったサイン計画ということで、ＪＲ四日市駅から千歳地区にあ

る末広橋梁や潮吹き防波堤などへの情報案内を行うということで継続的に事業を行ってお

ります。 

 案内板の整備計画に関しまして、昨年度の実績であるとか、これまで設置済みのところ、

あと、今後の予定に関して、図に丸で示させていただいております。 

 港の臨港地区側については、四日市港管理組合のほうで施工するというふうになってご
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ざいます。 

 めくっていただきまして、40ページになります。 

 大きく２番、四日市港まちあるきイベントについてということで、港との交流機能を高

める取組として、港まちあるき実行委員会というものを組織しまして、港まちあるきツア

ーというのを実施しております。 

 令和元年度に関しましては、四日市港まちあるきツアーというものを昨年11月２日、秋

の旧港スタンプラリーということで、11月30日に行っております。 

 そのページの下段、３番としまして、みなとまちづくりプランの進捗についてというと

ころで、四日市商工会議所から、四日市港の機能強化と港町としての新たなまちづくりに

向けてというので提言を受けまして、その将来像を実現するためのロードマップ及び行動

計画を平成30年、平成31年にかけて行っております。 

 行動計画に関しましては、めくっていただきまして、41ページの上段になりますけれど

も、短期、中期、長期というふうに、それぞれ国、四日市港、四日市市、民間事業者、商

工会議所が、力を合わせながらやっていきたいというような行動計画をまとめてございま

す。 

 それの具体化の動きとして、（２）昨年度の動きでございますけれども、平成31年３月

に四日市港の機能強化とみなとまちづくりを考える会ということで取りまとめられました

将来像の実現に向けまして、実務担当者による会議を昨年度、重ねてまいりました。 

 ６回の検討会議や先進地視察などを行ってきたというところです。 

 めくっていただきまして、42ページになります。 

 会議や先進地視察の様子も、ちょっと写真を入れさせていただきましたが、そのページ

の下半分です。（３）今後についてということで、令和２年６月、今年度の話でございま

すけれども、四日市みなとまちづくり協議会を設立いたしました。 

 商工会議所や四日市港利用促進協議会、四日市港管理組合、国、市が、構成員となりま

して、負担金に関しましては、四日市港管理組合、市、商工会議所が出し合う形で発足し

ております。 

 そして、その協議会の下で実際的な検討を行う組織として、みなとまちづくり検討委員

会も設立し、検討を進めているところでございます。 

 長くなりましたが、追加資料の説明については以上です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
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○ 荻須智之委員長 

 ありがとうございます。 

 以上でご説明を終了して、これより質疑に移ります。 

 ご質疑等がありましたら、挙手にてご発言願います。 

 

○ 豊田政典委員 

 政策推進部の決算ということで、まずは、令和元年度については、新総合計画作成が非

常に大きかった。いろいろご苦労があったと思いますけれども、その分、やりがいもあっ

たんじゃないかなということで、大変ご苦労さまでしたというのが一番大きな感想です。 

 追加資料を３点ほど請求して、提出をいただきましてありがとうございました。 

 まず、今回、三つのうちの二つ、まとめて今から質疑させてもらいますけど、東京事務

所の話と秘書国際課の話、ここで、請求した上で出てきた資料には目的と成果とか書いて

もらいましたけど、そうじゃなくて、部局の基の資料、そこには相も変わらず、これはや

りました、これはやりました、これもやりましたしかない。 

 昨年の総務分科会でも言ったと思うし、私は所属する分科会で毎年言っているんですけ

ど、やっぱり理事者にとっても１年に１度の振り返りのタイミングが決算審査資料づくり

だと思うので、果たして、１年間何を目的に、どんなことをやって、どんな成果があった

のか、どんな課題が残ったのか、そんなことを当然振り返ってもらう必要があるし、それ

を議会にも示していただいた上で議論の材料にしてほしいと思っておりますが、残念なが

ら政策推進部にはそれはなかったということは受け止めておいて、１年後に、また、研究

いただきたいなということを言っておきながら、今日頂いた、まず、東京事務所のやつで

すけど、これも同じようなことを聞くんですが、今から、まず前提として、イベント、42

分の３ページとか４ページとか書いてもらった。 

 これ、素朴に、参加者、来場者に書いてもらいましたけど、三重県や四日市の関係者と

いうのはどのぐらいなのかというのは、ざくっとでもつかんでいるんですか。そんな細か

くなくていいです。 

 

○ 田中政策推進課長 

 ご質問としましては、参加者のうち、三重県とか、四日市とか、そういう関係者的な人
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と純粋に外の人というか、例えば東京の人であるとか、首都圏の人の内訳を示しているか

ということでございましょうか。 

 

○ 豊田政典委員 

 大体そうです。 

 

○ 田中政策推進課長 

 すみません、ちょっと今、手元にちょっとそういった資料、持ち合わせがございません

ので、すみません、早速ですがちょっと東京事務所のほうにそういった内訳があるかどう

か、今からちょっと問合せをさせていただいて……。 

 

○ 荻須智之委員長 

 じゃ、大橋推進監、そちら、手配お願いします。 

 では、これ、ちょっと後ろへ置いていただいて、豊田委員、どうぞ。 

 

○ 豊田政典委員 

 それ、後で教えてほしいなと思いますが、アンケートを42分の３ページでやりましたと

か、こういう声がありますというのは結構なことなんですけど、もともとの資料では、都

市イメージの向上であるとか、本市の認知度だったか、今日のところはいろいろ書いても

らいました、販路開拓とか。 

 これら、本来の、そもそもの最終的というか事業をやる、金を使う目的がどれだけ達成

できたかできていないかというのは、昨年度１年の中で、都市イメージが上がったかどう

か、そういう効果検証はしていますか。 

 

○ 田中政策推進課長 

 都市イメージ全般という意味ですかね。アンケートの結果はご紹介いただいたとおりで、

イベントを通して四日市に行ってみたいと思ったかとか、その後、四日市に行ったかどう

か。あと、例えば地場産品を購入したことがその後あるとか、そういったような形での来

場者アンケートでもって把握させていただいております。 

 都市イメージというような形のものは、ちょっと手元のアンケート結果ではございませ
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ん。 

 

○ 豊田政典委員 

 基の資料を読むと、首都圏におけるシティプロモーション推進の目的らしき文章では、

都市イメージの向上、地域活性化と書いてある。 

 だから、これが大目的だとすれば、この事業によってどれだけの成果があったというの

は、毎年とは言いませんが、どこかのタイミングでやはりはかっていかないとやりっ放し

と言われても仕方がないと思うんですよ。 

 去年はやらなかったの、別にそれ以上追求はしませんけれども、幾つかある中で、今議

題にしているのは東京事務所、首都圏におけるシティプロモーションについてなんですけ

ど、これをどこかのタイミングで、その成果検証を、もっときちんとしたものを、来場者

だけでは都市イメージとは言えないので、来た人の印象だけですから、そういった検証を

する考えはあるのかないのか。 

 

○ 佐藤政策推進部長 

 今、最終的に都市イメージの向上とかその辺がどういうふうに変わったかということの

検証はということでございますけれども、当然、私どもも、シティプロモーション部のほ

うも、前回は名古屋圏でアンケートをやって、どういうイメージを持っているかとやった

と思うんですけれども、そういったものを何らかの格好でやらないと、なかなかきちっと

したものはつかめないのかなと思ってございます。 

 ただ、それをやろうと思うと、それなりにかなり費用はかかると思います。 

 今はどちらかというと、まだまだ四日市をもっと知っていただくというレベルのほうに

ウエートが行っているのかなというふうな感じに私は今思ってございますけれども、何ら

かの格好で、例えばビッグデータとか、そういうのを使って、そういうものができるのか

とか、その辺はこれからもうちょっと検討はしていきたいなと思います。 

 

○ 豊田政典委員 

 それ、おっしゃるとおりと思いますが、この42分の３ページの文章の一番最後に書いて

あるように、まず、初期段階、第１段階は認知度を上げることですよね。高まってきてい

ると思われると書いてあるけど、これをまず検証する必要があると思うんですよ。 
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 これは、首都圏でいろんなことをやっている、金を使って、時間使って。それから、シ

ティプロモーション部のほうでもやっている。名古屋圏でもやっている。認知度はどうな

ったかというのは、まず、ここを押さえないと駄目ですよね。 

 思われる、思っていても駄目なんです。検証しないと。 

 これについてはどうされるつもりですか。 

 

○ 佐藤政策推進部長 

 その辺りも同じような格好で、何らかの調査の中で明確にしていく必要があろうかと思

いますけれども、ちょっとこれは参考なんですけれども、今回資料をつけさせてもらって

ございませんけれども、今年、秘書国際課のほうで四日市版の広報用のビデオを作ってお

ります。今回の決算報告のほうにも書かせていただいてございますけれども、去年作って

おります。 

 そのユーチューブのほうを今年の５月に公開いたしまして、公開当時、５月末ぐらいで

ちょうど4000件ぐらいのアクセスがございました。 

 その後も、今までに大体月1000件ぐらいペースのほうで増えてきておりまして、今現在

7000件を超えるぐらいになってきておりますので、公開当時以降も徐々に増えてくるとい

うことは、結構、四日市に関心持ってみえる方も増えているのかなと。 

 これは、それを目的にやったわけではございませんけれども、ちょっと参考までにこう

いったのもございますというのをご紹介させていただきました。 

 

○ 豊田政典委員 

 繰り返しになりますけれども、事業をやった感触とかアンケートも大事だと思いますけ

ど、何年か後に、きちんとした目的の成果検証というのが必要かなと思って聞きました。 

 それで、秘書国際課も少し関係ある話をするんですけど、その前に、東京事務所でこの

シティプロモーション、首都圏についてはやっていると。それ以外は、シティプロモーシ

ョン部が似たようなというか目的を同じくするようなことを別の場所でやっているという

ことについて、東京事務所でやるメリット、デメリットというか、統一したほうがやっぱ

りいいんじゃないかと。 

 東京事務所に、必要ならば、そのシティプロモーション部の人間を、職員を常駐させる

とか、東京事務所機能の中でも二つあるだろうし、大きく、それから、シティプロモーシ
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ョンを行うに当たっても、どうしても四日市と東京では部署が違うし、余計にうまく連携

が難しいんじゃないかなと思うんですけど、それはもう言ったかもしれないですね。その

辺、どうですか。 

 

○ 田中政策推進課長 

 ちょっと先ほどの追加資料で触れた部分と重複する言い方になったら申し訳ないんです

けれども、東京事務所、確かにご指摘のとおり、二つの面があるというか、東京にある事

務所としての国との連携であるとか東京における四日市市の窓口というような側面と、シ

ティプロモーションを首都圏で行うためのシティプロモーション活動としての職務という、

そういった２本の柱となってございます。 

 追加資料の中の４ページのほうで、ちょっと下段のほうで４点ほどまとめさせていただ

きました。 

 シティプロモーション部との兼務というか、政策推進部にも属しているし、シティプロ

モーション部にも属しているという性格でやってございます。 

 首都圏でシティプロモーションをやるに当たって、やはり東京に事務所を構えて、東京

にあるいろんな施設であるとか、事務所であるとか、あと、そこで常日頃、情報収集を足

で稼いでいるところで得た情報を活用する、効果的な場所を探す等において、非常にメリ

ットがあるというところで、シティプロモーションの活動で力を発揮しているというとこ

ろです。 

 だから、東京にある、そのメリットを生かす上で、東京事務所を、ある種、活用しない

手はないというところでやっているところでございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 別に東京でシティプロモーションの仕事をするなということを言いたいわけじゃなくて、

42分の４ページの２番の以上のようなの文章の下から３行目、東京事務所の職員はシティ

プロモーション部も兼務しておりと書いてあるんですけど、これはどういうことなんです

かね。全員が兼務なんですか。 

 東京事務所の中で、全員が情報収集もやり、全員がシティプロモーションもやっている

のか。何が言いたいかというと、僕は職員レベルで統一したほうがいいと思っているんで

すよ。 
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 東京にいてもいいんですよ。いてもいいけど、あなたはシティプロモーション専門でや

る、あなたは情報収集でやるとしたほうが組織としてすっきりするんじゃないかと。 

 

○ 佐藤政策推進部長 

 限られた人材の中でやってございますので、今は東京事務所は所長１人と正職２人でご

ざいます。誰か１人が出ていっておれば、所長も一緒に出ていっていると、事務留守番が

１人しかいないという、そんな状況の中で、もう少し人数をふんだんに置けるような状況

であれば、今、委員のおっしゃいましたようなことも考えられるかとは思うんですけれど

も、現在のところは全職員が、所長含めて、シティプロモーション部の職員というか、こ

こでの辞令は出されておりますので、基本的にはシティプロモーション部の中の一つの事

業として東京事務所も動いていただいているという、実質的には、実際にそういうふうに

なっておると私は思っています。 

 

○ 豊田政典委員 

 将来的な考え方の一つの参考として受け止めてもらえば結構ですけど、一番よろしくな

いパターンとしては、四日市と東京と、シティプロモーションはやっているけど、そこの

連携というと分かりにくいですけど、考え方の緻密な共有が損なわれていることが起きて

は一番よくないと思っています。 

 ふと思い出したんですが、私、何年か前、一般質問したときに、都市イメージの質問し

たんですけど、こっちでヒアリングを受けて、情報はないと聞いたのが、後で東京事務所

に聞いたら、ああ、ありますよといって出てきたやつがあるんです。 

 これはささいな話ですけれども、だから、そういう、ばらばら、両方別々に動いちゃう

と一番よろしくないので、その辺りも考えながら、今後については考えてもらいたいなと

いうことにしておいて。 

 秘書国際課のほうも資料を頂きまして、秘書国際課は正副市長がトップ同士、市の顔と

して出ていく場面に秘書国際課が関わるというのは、それは当然よく分かるんだけれども、

国際交流関係は、何年か前から、市民文化部から秘書国際課に移ったんですよね。 

 どうしてそうなったのか、改めて振り返っていただきたいのと、秘書国際課は秘書国際

課に専念したらと僕は思っているんですけど、国際交流はどこと一緒になるのと言われる

とまた困りますけど、昔のように市民文化関係なのか、商工関係は商工農水部がやるべき
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だと思うし、秘書国際課がやるメリットというのはどこなんですか。よく分からない。 

 

○ 磯村秘書国際課長 

 委員のおっしゃりますとおり、国際の分野については過去、様々な課で担当していた経

緯がございます。 

 昭和の時代ですと、当時は秘書渉外課というところがありまして、市長公室にそういう

課がありまして担当しておりましたし、その後、国際課になって初めて市民文化部のほう

に移ったりとか、その後、文化国際課になって、平成26年から秘書課のほうで国際を持ち、

市民文化部のほうでは多文化共生室というのができというような経緯がございます。 

 平成26年度の組織機構の見直しのところでは、文化国際課を文化振興課にして、文化を

中心にやる部署にすると。国際交流業務については、国際交流の中心となる市長との意向

を迅速、的確に反映するため、政策推進部秘書課へ移管すると。多文化共生業務について

は市民生活に密接な事務を一元的に所管するため、市民生活に関する業務を所管する市民

生活課へということで分けられた経緯がございまして、それ以降、それぞれで実施をして

いるというところでございます。 

 確かに、私自身も秘書国際課長になりましてから、秘書という業務と国際交流という業

務、密接には関係していますが、両方を同じように進めていくのも、違和感が全くないか

といえば、部分的にはあることもありますので、どうかとは思いますが、事、姉妹都市、

友好都市に関しては、市長、副市長の関わる部分が、ボリュームが大きいので、秘書国際

課のほうでメインでやらせていただき、それぞれの部局で、それぞれの目的のためにされ

る国際交流に関しては、私どもはもう後方支援といいますか連携や支援という形で関わら

せていただくというのがいいのかなというふうに考えております。 

 

○ 豊田政典委員 

 秘書国際課の中に、国際交流係というのがあるのかどうか知りませんけど、その職員の

区分というのはあるんですか、秘書と国際交流の。 

 

○ 磯村秘書国際課長 

 秘書の担当の者は基本、国際交流の業務にはメインで携わることはありません。国際担

当として正職員１人と再任用の職員１人、嘱託職員が0.5人、臨時職員という形で、国際



 - 24 - 

関係の業務を行う職員は、一つの係ではないですけれども、専任で置いているようなとこ

ろです。 

 人数の少ない課ですのでお互い助け合いはしますけれども、業務としては分けて考えて

おります。 

 

○ 豊田政典委員 

 追加資料の中に、他部局の国際交流、他部局所管事業というのも挙げてもらったので見

せてもらいましたけど、秘書国際課以外でも、ほかの部局で、教育委員会、商工農水部、

市立四日市病院やら、いろいろやっているわけです、交流事業。そこに、一方で、秘書国

際課の昔からやっているトリオの内容を見てみると、１年、３人ですよ。 

 ところが、大上段に構えて書いていただいた目的は、市民による国際交流が広がること、

国際感覚に優れた人づくり、国際性に富んだ地域社会を形成、これに見合った、目的に見

合った事業規模なのかというのは、僕は甚だ疑問なんです。 

 このトリオが悪いわけじゃないんですけど、これを長年続けていったところで、四日市

というまちが国際感覚に富んだまちになるとはとても思えないので、だから、僕は各部局

で交流するのはそのままでいいと思うけど、国際交流をこれからもっと盛んにしようと思

ったら、どこかのセクションが、それが専門になって考えて展開していく必要があるんじ

ゃないかなと。 

 よく分からないですけど、文化のほうが文化振興と国際と分けた。それで、国際交流が

ちょっと浮いてきた。秘書課は秘書課で、市長、副市長周りをやるから、そこでいいじゃ

ないかというようなものでお鉢が回ってきたようにしか思えないのでね。 

 正規職員は１人ですよね、担当。それでいいのかなと、今、話を聞いて思うんですけど

ね。 

 これはどこなのかよく分かりません。国際交流ということをやろうとした政策推進部の

中のどこかなのかもしれないし、秘書国際課じゃないとは僕は思うんですけど、そこでは

ないところ。 

 だから、経済交流ならやっぱり商工農水部、その他の交流なら、多文化共生ならもう市

民文化部でいいと思う。だから、市長が必要なときはもちろん秘書国際課も関わるんです

けど。 

 これも、組織の在り方として、また豊田がそんなことを言っておったというようなこと、
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ちょっと頭の片隅に置いていただいて、また検討いただければいいなと思って、資料も頂

いて、質問もさせていただきました。どうでしょう。 

 

○ 田中政策推進課長 

 ちょっと話のときに割り込んですみません。 

 先ほど、東京事務所に関して確認事項ということでいただいたことについて答えをちょ

っと挟ませてください。 

 アンケートに関しましては、首都圏在住者で取っておりますので、三重県とか四日市の

関係者が含まれてはおりません。全員、首都圏在住者でございまして、そこに聞いた結果、

こうであったというアンケートでございます。すみません、追加です。 

 以上です。 

 

○ 荻須智之委員長 

 やらせはないということですね。 

 

○ 豊田政典委員 

 別に、在住者なんでしょうけれども、出身者とか、そういうのが多く集まる場合もある

じゃないですか。そこまで把握しているのかというのをちょっと聞きたかっただけで、ど

っちでもいいですわ。 

 国際交流、笹岡委員が請求された、港の話とも関わってくるかもしれませんから、私の

話はこの辺にしておきます。ありがとうございました。 

 

○ 荻須智之委員長 

 関連で、村山委員、どうぞ。 

 

○ 村山繁生委員 

 まず、確認したいんですけれども、三重県設置の移住センターと書いてあるのは、東京

にある有楽町の駅前の移住センターに入っておることなんですか。 

 

○ 荻須智之委員長 
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 もし、確認を取っていただくような必要があれば、休憩を入れさせていただこうかとも

思うんですが、どうでしょうか。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 田中政策推進課長 

 すみません、ちょっと間違えるとあきませんので、確認させてください。 

 移住相談会を行っている場所に関してでしょうか。 

 

○ 村山繁生委員 

 東京の移住センター、有楽町の駅前にありますよね、移住センターね。 

 

○ 田中政策推進課長 

 それでございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 そこに三重県が入っておるから、そこのことを言っているわけ。 

 

○ 田中政策推進課長 

 三重県のコーナーを持っているという意味でございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 四日市としては、それは入らない、そこへ参加しないということなんですか。 

 年間、あれ、５万円を払うと、いろんなイベントとか、いろいろやってもらえるんです

よね。 

 だから、東京事務所の１人がちょっと担当すれば、それはすぐできることやと思うけれ

ども、四日市行政として、本当に移住を目指しているのか、その辺がちょっとよく分から

んのですけど、その辺の考え方は、ちょっと教えてください。 

 

○ 田中政策推進課長 
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 四日市で、例えばそういうちゃんとそのコーナーの権利を持つというか、そういう常駐

的な拠点を例えば持つとか、人を張りつけるとか、そういったことに関しての考え方はど

うかということでございますか。 

 

○ 村山繁生委員 

 張りつけなくてもいいんですよ。ただそこに拠点を持つだけでもね。 

 

○ 田中政策推進課長 

 拠点を持つための、費用も負担をして、拠点を持つかというところですか。 

 すみません、ちょっと確認させていただきます。すみません、ちょっと休憩時間で確認

させていただきたいと思います。申し訳ありません。 

 

○ 荻須智之委員長 

 分かりました。 

 じゃ、ちょっと休憩時間に確認を取っていただいて……。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 荻須智之委員長 

 関連ですか。 

 

○ 樋口博己委員 

 少し確認してもらわなあかんので、質問しておきます、すみません。 

 首都圏におけるシティプロモーションに関する考え方についてというところで、四つ挙

げてもらっておるんですけど、その中の三つ目の、四日市にゆかりのある企業との連携と

あるんですけど、ちょっとこれ連携というのはどういう連携なのか。 

 連携して、四日市にゆかりのある企業なので、例えば四日市の事業所の拡充とか、それ

こそ本社の移転とか、そこまで踏み込んで商工農水部と連携しながらやっているのかどう

なのか、ちょっとその辺を確認したいんですけど。 
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○ 田中政策推進課長 

 シティプロモーションに関してということでまとめさせていただいておりまして、資料

の５ページのほうに、すみません、私がちょっとご説明を割愛したせいで申し訳ございま

せん。 

 資料42分の５ページのほうになりまして、そこの下段のほうへ、ちょっと詳細を書かせ

ていただきました。 

 （３）四日市にゆかりのある企業との連携というところで、三重銀行の東京支店のほう

と、令和元年５月に第三銀行との共同店舗として新たに移転した三重銀行東京支店にて、

四日市地場産業のＰＲコーナーを設置していただいたということとか、三菱ケミカル株式

会社東京本社での物産フェア、ＫＨネオケム株式会社様でも同様というところで、広報マ

ーケティング課が行うことに関して、ちょっとサポートもさせていただきながらというと

ころです。 

 ですので、樋口委員からございましたような企業立地促進とか、そういう意味ではなく、

プロモーション事業を行う際での支援であるとか協力という形でございます。 

 

○ 荻須智之委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、これは例えば三重銀行は四日市なのであれですけど、三菱ケミカルとかそ

の辺は東京本社で、四日市に事業所があるという位置づけだと思いますけど、これは例え

ば三菱ケミカルなんかで、社員の方向けに四日市をＰＲするということなんですかね。 

 

○ 佐藤政策推進部長 

 ほとんどは、やっぱり企業の社員さん向けということになろうかと思います。 

 今回この三菱ケミカルさんとＫＨネオケムさんでございますけれども、そのもう１年前

は味の素の川崎工場のほうにお邪魔をさせていただいて、このときはやっぱり、本社もそ

れなりに人がおりますけど、やっぱり工場になるとまたさらに人が多いですので、かなり

の人に来ていただきまして、結構、ＰＲ効果はあるかなというふうな感じが、私はしてい

ました。 
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○ 樋口博己委員 

 そうすると、中には三重県出身者の方もお見えになったり、三重県に転勤されて三重県

で働いた、一時期住んだことがある方もお見えになるのかと思いますので、以前、ちょっ

と発言したことがありましたけど、要するに、三重県で生まれ育った人が外へ出ていって、

そういう人にピンポイントでＰＲできないかというようなことを発言したことがあります

けど、まさしく可能性も、三重県に何らかの形で、出身、住まわれた、出張で行かれたと

いう方ですので、もっとさらにこの辺は強化していくべきなんだろうなと思いますし、コ

ロナの関係で、本社が東京にある理由がだんだんなくなってくる時代にもなってきますの

で、ちょっと今後は、そういう企業誘致みたいなところもＰＲさせていただくとともに、

そんなアプローチもぜひともしていただけたらなと思っていますが。 

 

○ 荻須智之委員長 

 ありがとうございます。 

 部長、お答えありますか。 

 村山委員からのご質問に対して調べていただく時間、ちょっと休憩を取ろうと思ったん

ですが、樋口委員、まだ、ご質問を続けられますかね。一旦、切られますか。 

 

○ 樋口博己委員 

 答えだけ。 

 

○ 荻須智之委員長 

 じゃ、部長、お答えお願いします。 

 

○ 佐藤政策推進部長 

 今、樋口委員からいろいろと応援の言葉いただきましたけれども、やっぱり四日市の事

業所に勤務経験のあるような方が、当然本社にも見えますので、こういうイベントをやり

ますよということになりますと、そういう方がまた率先して、それぞれの部署から、一遍、

四日市がやっておるからちょっと見に行こうやと、昼休みとか、そういうふうに引っ張っ

てきていただけると、そういうちょっと誘導していただけるところは非常にありがたいか
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なと思っていますし、これからもこういうのは続けていきたいなというふうに思っていま

す。 

 それと、本来の企業誘致といいますか、そちらにつきましては、またこのシティプロモ

ーションとは別に、東京事務所のほうでの、ちょっと今年なかなか企業のほうもコロナの

関係であまり出入りが自由にできないというのがございまして、ちょっと足が遠のいてい

るんですけれども、関係の企業のところへは始終顔出ししながら、何か新しい情報があれ

ばうちの商工農水部のほうも一緒になって、また、話を聞きに行くとか、そういう活動は

日々継続してやってございますので、またこれからもいろいろと何か情報がございました

ら教えていただければと思います。 

 以上です。 

 

○ 荻須智之委員長 

 よろしいですか。 

 そうしたら、調べていただく時間、休憩を取らせていただきます。 

 午後２時30分再開でよろしいでしょうか。 

 休憩を取らせていただきます。 

 

                                １４：１７休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １４：２９再開  

 

○ 荻須智之委員長 

 では、若干早いんですが、そろわれましたので再開させていただきます。 

 それでは、大橋政策推進部政策推進監、どうぞ。 

 

○ 大橋政策推進部政策推進監 

 先ほど、ご質問いただきましたふるさと回帰支援センターの関係でございますけれども、

こちらは、三重県といいますか県単位の活用というふうな形になってございまして、三重

県さんのほうから、県内の各市に移住の関係ですとか、そういうテーマを設けて出展しま

すかというふうな形で連絡をいただいて、それで、各市の、県内の中で手を挙げた市が合
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同でイベントをやっていくというようなものでございまして、市がそれを借りるというよ

りは、県さんからの依頼を待つというふうな形にはなっておるということなんです。 

 ただ、四日市市のパンフといいますか、そういった情報なんかは無料で置かせていただ

いておるというような形になっておるということでございました。 

 以上でございます。 

 

○ 荻須智之委員長 

 ありがとうございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 市単位でも入っておるところあるでしょう。 

 

○ 大橋政策推進部政策推進監 

 すみません、私どもで確認させていただいたところですと、県のほうから情報が来て、

使わせてもらうというふうな形になるので、もしかしたら、そのときは１市だけだったの

かも分かりませんけれども、県からの依頼というふうには聞いてございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 一遍、うちの会派で視察に行ったことあるんですけれども、市単位で会費を払って、ち

ょっとあるというふうに聞いたんですけど、ぜひ四日市も参加してくださいというふうに

言われたんですよ。 

 年に二、三回、イベントというか説明会をしてもらったり、それはもう向こうにやって

もらえるんですよね。だから、年に５万円のことですから、本当に移住を促進する気があ

るのなら、どんどんそういうのに参加したほうがいいと思ってちょっとお聞きしたんです。 

 

○ 大橋政策推進部政策推進監 

 今、情報をいただきましたので、またこちらについても東京事務所のほうにまた連絡さ

せていただきまして、少し調査をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 
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○ 村山繁生委員 

 分かりました。 

 それから、もう一件、豊田委員の関連で、国際交流ですけれども、そもそも、今さらな

がらですけど、友好都市と姉妹都市の定義の違いは何なんですか。 

 

○ 磯村秘書国際課長 

 この場合には姉妹、この場合には友好という区別があるわけではないと思っております

が、実のところ、中国との友好関係を結ぶ際には姉妹ですと上下ができてしまうので、友

好都市という言葉を一般的には使うというふうに聞いております。 

 

○ 村山繁生委員 

 ロングビーチでは、別にどっちが姉かどっちが妹かということはないの。 

 

○ 磯村秘書国際課長 

 特にどちらが姉、妹というものを決めているわけではありませんけど、英語では多分シ

スターシティーという言い方をしますので、姉妹都市という直訳になるのかなと思ってお

ります。 

 

○ 荻須智之委員長 

 姉妹がシスターになると、年齢の上下の概念がなくなるからということですね。ありが

とうございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 そうすると、中国以外は、ほかは全部姉妹都市という言い方なんですかね。 

 

○ 磯村秘書国際課長 

 他都市の例を全て調べたわけではないですが、おおむねそういうような考え方だという

ふうに認識しております。 

 

○ 村山繁生委員 
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 そこで、ロングビーチの場合、いろんな方面から市民レベルでの交流を図ったというふ

うに書いてありますけれども、これ本当に友好都市といっても、行政的なレベルで交換学

生だとか、ほんの一部のことに限られているような気がするんですけど、このロングビー

チの場合は市民的なレベルで交流を図ったというふうに書いてありますけれども、例えば

市民レベルでどんな交流を図られたことがあるんですか。 

 

○ 磯村秘書国際課長 

 例えば、トリオの事業でご説明をさせていただきますと、確かに行き来するのは３人だ

けということではあります。 

 ただ、昨年度もお越しいただいた際に、いろんなところへ行っていただくわけですが、

そこで関わっていただいた高校生、中学生、小学生、合わせますと600名ほどの市民の

方々が関わってはいただいていますので、少なくともその方々はロングビーチ市が姉妹都

市で、今でも長い間、友好を結んでいるんだなというのは知っていただけたかなとは思い

ますし、英語でのコミュニケーションもしていただいた方も多いかなと思います。 

 

○ 村山繁生委員 

 どっちにしても、限られた人になってしまいますよね、交流はね。もっと本当の意味で

の一般的な交流というのはないような気がするんです。 

 だから、せっかく姉妹都市なり友好都市であるのなら、もっと一般的なレベルで、経済

交流は、それはそれでまた別問題として、本当に一般的な交流、例えば極端な話でいくと、

観光の面からいくと、例えば四日市市民がロングビーチなり行くと、ホテルが割引される

とか、極端な話よ、そういった発想も、本当の友好都市とか姉妹都市であるなら、お互い

がギブ・アンド・テークで、ウィン・ウィンになるのであれば、そういった発想も必要じ

ゃないかなと思うんですけど、そういった考え方についてはどうですか。 

 

○ 磯村秘書国際課長 

 もう少しいろいろな側面から交流を考えていく必要というのは確かにおっしゃるとおり

であるかと思います。 

 今後、これも相手のあることですので、やり取りをする中で、また違う角度での交流が

できるのかどうかというところも可能性を確認していきたいと思います。 
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○ 村山繁生委員 

 ぜひ、港の場合、シドニーの場合は、笹岡さんからあれやけど、港に特化されたみたい

な感じですけれども、シドニー、それにしても、今、物すごい日本は暑いけど、向こうは

涼しいと思うんですよね。そういったことでも、また、いろんな交流が図れるかなと思う

んですね。 

 また、そういったことも、考えていただきたいなというふうに思います。 

 豊田委員の関連は以上なんですけど、別件、ほかのものでもよろしいか。 

 

○ 荻須智之委員長 

 豊田委員、お答えいただく、調べていただくというような部分はもうこれでよろしいで

すか。東京事務所から答えていただきたい部分とかというのは。 

 よろしいですね。 

 じゃ、次へどうぞ。 

 

○ 村山繁生委員 

 産学官連携について、一つ確認したいんですけど、いろんな調査とか、アンケートとか

ありますけど、端的にお尋ねしますけれども、要するに大学の研究と企業の研究がマッチ

ングして、何かの新しい発見だとか、新製品の開発につながったとかということまではま

だ行っていないということですかね。 

 

○ 田中政策推進課長 

 昨年度実績という形でございましたら、ちょっとそういう企業と大学との交流であると

か、マッチングとか、学生のインターンシップであるとか、あと、東京大学のほうでは研

究のほうを委託したという形でございます。 

 ただ、すみません、ちょっと過去の実績というところで私は存じ上げていないんですけ

れども、企業と大学、三重大学の例えば工学部に関しては、様々な研究をやってございま

す。 

 それに関しては結構企業秘密的な部分がありますので、私どもちょっと詳細については

存じ上げない部分もございますけれども、そういった中で、実際の企業活動や新製品、新
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技術のほうにつながるような研究を進めているというふうに伺っております。 

 

○ 村山繁生委員 

 結局、本当に大きな一つの目的であると思いますので、せっかくの予算をつけて、こう

いう研究してもらうわけですから、ぜひとももっとそういう、この四日市の発展のために

ももっと進めてほしいなというふうに思います。 

 追加資料について、一旦、以上、終わります。 

 

○ 荻須智之委員長 

 関連で、豊田委員、どうぞ。 

 

○ 豊田政典委員 

 村山委員の産学官のやつの関連ですけど、市民、四日市市にとって成果というのはいま

一つイメージできなかった中で、資料を頂いて、いまだによく分からないんですけど、特

に東大のやつは詳しく頂いたのでお聞きしますけど、ＩｏＴやＡＩに関する四日市市の現

状把握はしましたと、ここまでは分かった。 

 その後、どう展開していくんですか、この研究成果というのは。市内企業や市民に何か

さらなる展開があるんですかないんですか。 

 

○ 田中政策推進課長 

 先ほどの資料の中で、ちょっと詳細をつけさせていただきました。 

 ただ、その中で、具体的な展開、今後の展開に対する期待ということでご質問いただい

たものだと思います。 

 確かに、今回の研究というのは、基礎的な研究とか、現状把握ということが中心となっ

てございます。それでもって、さらに進めるための提言をいただいたというところでござ

います。逆にいうと、ところまででございます。 

 ですので、例えば提言にありましたようなガイドブックであるとか、企業のいまいち腰

が引けているところがもしあるとすると、より関心を持っていただくような仕掛けを考え

ていかなければならないというところでございます。 

 それに関しては、そのほかの、例えば三重大の北勢サテライトであるとか、そちらのほ
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うにも例えば、今年度に入りまして、この結果を踏まえて、そちらのほうで何らかできな

いかという相談をかけたり、企業のほうでの会議のほうで何かこちらでご提供できないか

とかというところでございます。 

 あと、この研究結果については、企業さんのほうにも配布させていただきまして、昨年

度のご協力のお礼を述べるとともに、ちょっとこれを参考にということで提供させていた

だいております。 

 今回のこれにとどまるというつもりはございませんで、ここからさらにちょっと芽を出

していけるようなことを今年度、ちょっと探っておるところでございます。 

 以上です。 

 

○ 豊田政典委員 

 東京大学の報告書、研究結果をもらって配るとかというのではあんまりにも弱いかなと

思うし、現状把握ができて、課題が浮かび上がったとすれば、それを行政の施策展開に生

かすとかというところまで持っていかなければ、あまり意味がなかった事業に終わってし

まう危険性を感じるので聞いているんですけど、その報告書を配ったところで、企業はど

うしようもないような気もするし、このＩｏＴ、ＡＩは、東大に関してはもう終わりです

よね、東大に対する補助事業としては。 

 東京大学の未来なんちゃらには、今年度とか来年度、何か別のこと、事業補助とかする

んですか。 

 

○ 田中政策推進課長 

 東京大学の研究機構に関しては、１年ごとに研究をお願いするふうに考えてございまし

て、今年度は今年度で、また研究委託をしていくというところで準備しております。 

 この研究に関して、ちょっと先ほど私の言い方がちょっと弱かったので、申し訳ござい

ません。 

 配って終わりというつもりではありませんで、これに関して、例えばここに提言で上げ

ていただいておるようなそのガイドブックの作成とか、それについてどのように展開して

いこうかというところを考えて具体化できればというふうに実は思っております。 

 まだちょっとできておらないし、ちょっとつくり方という方向性が見えておりませんも

ので、ちょっと言い方が弱く聞こえたら申し訳ございません。 



 - 37 - 

 あと、三重大学の北勢サテライトに関しましては、今回の実績で述べたような事業に関

しまして、今年度も、引き続き――若干コロナの影響がございますけれども――やってい

ただいておりますので、そちらに関しては活動に対する補助事業ということで継続してお

ります。 

 以上です。 

 

○ 豊田政典委員 

 村山委員の言われるように、せっかく学の拠点ができているわけなので、お互いウィ

ン・ウィンになるように、うまく使っていただきたいなと、うまく連携していただきたい

なというのを改めて考えて取り組んでください。 

 終わり。 

 

○ 樋口博己委員 

 産学官のところで、先ほど村山委員からも、どのような成果、具体的にはどうなのかと

いう確認があったところなんですけど、ちょっとそれで一つ確認したいのは、７ページの

９番の医療の向上及び健康的な地域づくりに関する連携のところで、これはどちらかとい

うと企業というか医療関係ですよね。 

 高齢者の健康で健やかな生活ができる環境の支援、高齢者が抱える課題を解決していく

方法を提案し云々とあるんですけど、これは、そうすると、この研究成果というのはどこ

に報告されて、どこが有効活用していくふうになるんですかね。 

 

○ 田中政策推進課長 

 ７ページの上段の９番のところでございますね。 

 これに関しまして、サテライト長が、医療の最新技術に関してとか、情報を科学的に有

効に活用するとか、そういったことにたけた先生がいらっしゃいまして、そこが関係機関、

研究機関であるとか、福祉、医療の関係者を呼んで講座というか研究会を開いているとい

う形です。 

 ですので、ちょっと一般向けの講座というよりは、最新技術に関して勉強する研究会と。

ですので、ちょっと関係者が寄って、今後の先進的な在り方について深めるというような

性格の講座でございます。 
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○ 樋口博己委員 

 その講座は分かるんですけど、講座を開いて参加者の人たちというのは、例えば市立四

日市病院のドクターが参加しているのか、また、行政の健康福祉部のそういう職員が参加

して、そういう先進の取組を学んでみえるのか。 

 これ、いわゆる行政が税金、お金を出してやっていって、単年度で何か成果、具体の成

果というとあれなんですけど、雲をつかむようなんですけど、民間企業に対する先進情報

提供というのであれば、民間企業のための支援というふうになると思うんですけど、健康

的な地域づくりに関するというので、もっともっと市民に直結するような道筋をつけやな

あかんような気がするんですけど、その辺はどうなんでしょうかね。講座を開いて、その

講座に参加した人は後どうされるんですかね。 

 

○ 田中政策推進課長 

 すみません、繰り返しになりますが、一般市民向けというよりは、大学の医療関係の機

器を例えば研究しておられるとか、そういった方が、関係者に対して勉強をしたりして、

今こういう技術が取り入れられそうだとか、そういった関係でやってございます。 

 ですので、ご指摘の一般市民のほうに直接的な還元というふうには現状してございませ

んので、そういった視点も要るやないかというふうなご指摘として受け賜れればと思うん

ですけれども。 

 

○ 樋口博己委員 

 直接、ここに市民が参加して、市民が何かという話ではなくて、ここに参加された専門

家の方が現場に戻って、現場で何かの新しい事業なり構築して、それを市民に結果として、

効果に出るようなものの組立てができているんですかという話をお聞きしておるんです。 

 最終的には地域づくりに関するという話ですよね。健康的な地域づくりに関する連携な

のでというと、最終的には市民に効果が得られるものだと思いますので、そこまでの道筋

はあるんですかということをお聞きしておるんです。 

 専門家が集まって、専門知識を高めたんだという話で終わってしまうと、どうなのかと

いう話なんです。 
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○ 荻須智之委員長 

 本来の市内の職場に戻り、成果を活用しているかというご質問ですね。 

 

○ 田中政策推進課長 

 ちょっとそこまでは私のほうで確認が及んでいないところでございます。 

 研究会だというふうに私のほうは理解してございますので、そちらのほうで即、今から

すぐその現場が変わるとか、それを取り入れるというような近い視点というよりは、もう

ちょっと中期的な視点のものだというふうに私としては理解してございます。 

 ただ、もっと早く現場に対して波及するようなというようなご指摘ということだと受け

止めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

○ 樋口博己委員 

 来年、再来年に、市民にどう還元するんだとは言いませんけど、いろんな講座あります

けど、これは最終的にどのように市民に還元されるのかということをしっかりと意識して、

この講座が開かれた後の効果検証をしっかり、そこまで考えてほしいという意味ですので、

これはお願いしたいなと思います。 

 あと、平成31年度の予算書の中で、ＧＩＳを、いわゆるビッグデータの解析やマッピン

グを統合して、三重県とともに新たな地域の知の構築、これは災害時の対策だというふう

に説明があったんですけど、これは具体的にどんなことなんですかね。 

 ７番の防災、減災に関する連携というところのことを言ってみえるのか、これはどうい

うふうなことになっているのでしょうか。 

 

○ 田中政策推進課長 

 直接には、防災に関する取組ということでの三重大学の北勢サテライトというところで

ございますと、先ほど資料に見ていただいたような防災、減災というところであるとか、

コンビナート安全対策委員会であるとか、そういったところになってございます。 

 ただ、当初予算資料のほうでご覧いただいているところは、東京大学の研究機構も含め、

ＧＩＳとか、ビックデータとか、そういったことに対しての取組のところをちょっと紹介

している部分、そこを捉まえてちょっと言っていただいていると思います。 

 どちらかというと、東京大学の研究機構のほうというのは、非常に図上の解析といいま
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すか、そういった地理的というか、ＧＩＳとか、そういったものを得意とされているとこ

ろがあります。 

 今日お示しさせていただいた製造業のＩｏＴ化等の資料についても示させていただいた

のは、図的な地図にマッピングしてとか、そういった解析をしておるという様子をちょっ

と見ていただければというところで、ちょっとつけた部分もございます。 

 ですので、翻って、昨年度の実績の中で、防災、減災に関してちょっと研究ということ

ではなくて、昨年度どういった研究を皮切りにするかという中で、製造業のＩｏＴ化・Ａ

Ｉというところでさせていただきましたので、直接的に防災に関してＧＩＳで解析したと

か、そういった実績はちょっとありませんもので、申し訳ございません。 

 そういったふうに取られてしまったような資料になっていたら申し訳ありません。 

 

○ 樋口博己委員 

 いや、この予算の審査ときに、災害時の対策等に活用するんだという説明あったので、

それで聞いておるんですけど、たまたま部長も課長も、そのとき答弁された方とは替わっ

てみえるので。例として挙げられたのか分かりませんけど。 

 

○ 田中政策推進課長 

 すみません。私としては、そういったＧＩＳの優位性に関して、そういう資料を当初予

算のところでお出ししておるんだという理解でおりました。 

 その点、誤解を与えていたら申し訳ございません。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、捉え方が違ったということですかね。 

 

○ 田中政策推進課長 

 すみません、私のほうがもし取り違えておったらその辺はおわびしなければいけないん

ですけれども、ＧＩＳに関しての、その優位性という中の大きな一つとして例示させてい

ただいたものだと、私としては認識しています。すみません。 

 

○ 樋口博己委員 
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 分かりました。 

 ちょっと全体的な感想ですけど、確かにすぐいろんなもの、成果物が出るものではない

とは思いますけど、先ほども言いましたけど、ちょっと今の研究なり、いろんな新しい技

術、知識を蓄積する中で、もう少し他部局と連携する中で、具体的に施策の展開できるよ

うな、少しそんなイメージも今後しっかり持ってもらいたいなと、これはもう要望にさせ

ていただきます。 

 それで、東大との、この資料を概要版、見させていただいて、報告書をまとめていただ

いて、ガイドラインと言われましたか、それをつくっていこうという話だったんですけど、

これ、いろいろ見させていただいていて、例えば42分の19ページのＩｏＴを進めていると

回答した企業は10社、進めていないと回答したものが21社、進めない理由の中で、関心は

あるけれども資金面が余裕がないとか、人材、知識が足りないとか、検討する時間がない

とかいうようなことが出ていて、要するに資金的なものとか、人材的なものが不足してい

るという中で、20ページの一番最後の行を見ると、ＩｏＴ化の課題については、費用対効

果が最も高く、人材の確保がこれに次いだと、ここが課題だということなんだと思うんで

すけれども、それで、最後のまとめのほうなんか見ると、26ページの２番の中小企業のＩ

ｏＴ化・ＡＩ導入支援と産学官連携の活用なんかを見ると、行政が専門家の派遣、大学の

研究者とのマッチングの機会を増やすとかあるんですけど、これもガイドラインを示すと

いう話なんですけど、これ、商工農水部と連携して、今後そういう市内の企業に対して、

費用対効果がどうなんだとか、人材はどうなんだという課題がある中で、何らかの支援に

つなげていこうというお考えなのか、それとも、それはもう少し先なんだ、まずはガイド

ラインで、考え方を市内の企業にまとめてもらうんだという意味なのか、その辺はどうな

んでしょうか。 

 

○ 佐藤政策推進部長 

 すみません、今、26ページ、27ページぐらいに書いてある内容でございますけれども、

商工農水部のほうでも、すでにある程度始めていたものもございますし、令和２年度の予

算のほうで、例えばＩＴの人員に関する取組をするためのコンサル契約とか、人材派遣と

か、そういったことに対する補助の支援制度、あるいは設備を若干整えるときのハード面

での設備投資への支援とかいうのも既にあって、予算としては今年から広域化していただ

いていますし、この前のコロナ対策の第４弾だったかと思うんですけれども、あの辺りで
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もそういった予算をもうちょっと、これからの今後のアフターコロナの展開に向けてちょ

っと拡充をさせていただいたりとか、そういうことは既にやっておりますし、これからも

もう少し積極的に進めていかないかんなと思っています。 

 ただ、やっぱり問題としては、企業の経営者さんの意識がやっぱりなかなか、正直申し

て、そんなん考えておる暇ないわと、忙しいわというところが結構現状としてあると思い

ますので、今、企業ＯＢ人材センターのほうの、企業ＯＢさんにも結構あちこち回ってい

ただきながら、一遍考えてみましょうよと、ある程度、入り口は結構、こっちも支援しま

すからというのでやらせていただきました。 

 これ、もう避けてはこれから通れない課題やと思っていますので、商工農水部のほうと

も連携して、さらに進められるように頑張っていきたいなと思っています。 

 

○ 樋口博己委員 

 分かりました。 

 先ほどの田中課長のガイドラインという答弁だと、ちょっと物足りないなと思ってお聞

きしました。 

 佐藤部長、元商工農水部長ですので、その辺のところもよくお分かりいただいた上でご

答弁いただいたんだろうなと思っていますので、この産学官連携、全般に、繰り返しにな

りますけど、新たな技術、知識を集積して、そういう中で、どう事業所、また、最終的に

市民に還元していくのか、この辺を、予算措置も含めて、しっかりとしたパッケージで、

今後もしっかり頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

○ 荻須智之委員長 

 ほか、いかがでしょうか。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 資料、ありがとうございました。 

 それで、四日市港の質問のほうも、載せていただいてありがとうございます。 

 まず、ウィキペディアで四日市を調べると、姉妹都市提携、そして、友好都市、そして、

その下に系列で、姉妹港提携という形で出てきます。 
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 昨日の答えといったらおかしいけど、この間の問合せのところでいうと、四日市は、こ

のシドニーとの、秘書国際課については、窓口じゃないよというイメージで受け取りまし

たが、それで間違いないですか。それをやったら、もう質問ができませんので、その辺だ

け、まず、スタートに。 

 

○ 田中政策推進課長 

 窓口がないというとちょっと語弊があるかもしれませんが、姉妹港であるシドニー港と

の交流ということになってきますと、一義的には四日市港管理組合だというふうに捉えて

おります。 

 ただ、四日市港さんから、当然四日市市も一緒になってやっていこうよとか、例えば、

111周年のことを挙げさせていただきましたけれども、そういう大事な機会を捉えて、共

に盛り上げていこうというお誘いいただいて一緒にやっていくことについては、当然やっ

ていくべきものだと思っております。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 その視点で質問はさせていただけるという理解でよろしいね。 

 まず、様々なアイテムを活用して国際化というのは進むのかなというイメージを持って

おるんです。 

 例えば、オリンピックのカナダがホストタウンとして四日市とお付き合いをしたり、

様々な国際交流の視点というのは使えるわけやんね。 

 これでいうと、平成22年に名古屋港がシドニー港との姉妹港提携というのを結んでいら

っしゃいますよね。 

 これ、シドニーとは、もともと名古屋港は、姉妹都市ですから、30年の記念に港も提携

しようと、こういうことで進んだと思うんです。 

 たしか、何年か前に名古屋港から四日市港に打診があったときに、じゃ、もう四日市は

姉妹港提携、もう、カットしたらどうですかと、もう様々な事業もやっていないしという

ところを打診、確認したら、いや政府としては、やっぱり四日市という長年のお付き合い

というのを大事にしたいと。港というのは、民間と言ったらおかしいけど、公社でやって

いたから、国の方針としては、四日市とのお付き合いは継続していくという答えをもらっ

ていますよね。 
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 その後、港の答えからいうと、記念品程度のお付き合いはしていくんだということは聞

いていますから、姉妹港提携というのは今後もずっと続いていくという私はイメージで持

ってええと思うんですね。 

 そうすると、やっぱり都市イメージの醸成につながる、シドニーとの姉妹港提携だよと

いう一つのアイテムは、四日市市として活用すべきじゃないかと私は思うんです。 

 そういう意味でいうと、例えば、旧港の利活用とか、あるいは大四日市まつりの一番最

初に、稲葉三右衛門さんに献花式なんかやるけど、港に関することは全て、じゃ、もう港

にやってくださいよと四日市市が言うのか、それとも、今言うたように、両輪のごとく、

一つ国際化のアイテムとして活用していくんだという、政策的な方向性をもうそろそろ出

していかんと宝の持ち腐れになるんじゃないかと私は思うんです。 

 だから、その辺でいうと政策的な判断がそろそろ必要なときになってくるかなという気

がするんですけど、部長、どうですか。 

 

○ 佐藤政策推進部長 

 笹岡委員のほうから、港は四日市港で任せておけばいいじゃないかではどうなんだとい

うことではないかと思っていますけれども、当然我々もシドニーのほうに対して、全くこ

れからも考えていきませんというふうには思ってございません。 

 ただ、今、港が姉妹都市の提携しているということで、何らかのきっかけづくりで話を

しようと思うと、その辺り、少し港のほうの動きも欲しいのかなというふうに思います。 

 いきなり、例えば市のほうが、多分シドニー市という市はございませんので、オースト

ラリアの州政府になるか、どちらになるのか、ちょっとそこら辺も、そこまでも全然研究

していないなということになってしまうか分かりませんけれども、その辺りの考え方とい

うのを、また港を通じながら少し探っていく必要はあるのかなとは思ってございます。 

 今すぐ、いつになったらこういうことをやっていきますという具体的なものは、今ちょ

っと考えのほうは持ち合わせてございませんけれども、いろんな視点でいろんな国際交流

を進めていくという点では、今いただきましたご意見でも、ごもっともなことであろうか

と思いますので、何らかの可能性が見いだせないかというのは探っていく必要はあるかな

というふうには思っています。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 
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 やっぱりせっかく政府が残してくれた一つのアイテムなんやで、やっぱり港だけに任せ

ておくんじゃなくて活用してもらうのが私はええと思うし、例えば、四日市市にオースト

ラリア記念館があった跡のメモリアルのものも展示もしておるし、いまだに、羊ちゃんが

おりますよね、公園に。残してありますやんか。 

 ということは、やっぱり交流というものを大事にしていこうという意思の表れだと思う

ので、やっぱりここらに、もう一度しっかりと港と調整していただいて、四日市市が果た

す役割、その辺りは一度しっかりと議論をしていただく、それで、国際交流の幅を広げて

いっていただくというの、大事だと思うんです。 

 その辺、やっぱり大事、今の意見で、どう思われますか。 

 

○ 佐藤政策推進部長 

 私も以前、オーストラリア記念館の解体に当たってはいろんなことで携わってまいりま

したので、そのときにも、オーストラリアとのこれまでの経緯を何らかの格好でメモリア

ル的に残したいということでやってきました。 

 そういう意味では、今も四日市港管理組合のほうには一部、記念館にあったものが向こ

うで展示したりされておりますので、全く今もうオーストラリアとの貿易がほとんどない

ので関係ないよということではないと思ってございますので、いろいろと研究はしていき

たいなと思っています。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 ぜひ、その辺の取組、お願いしますわ。前も言ったかも分からんけど、諏訪の商店街も

オーストラリアのシドニーのどこかの町との交流もしておったというんだけど、もう今ほ

とんどないけど、改めてそういう歴史の確認とか、それから、例えば外国船の誘致活動で

も、港と四日市が協力してやっておるように、どちらかに押しつけるんじゃなくて、港の

持っているアイテムを四日市市が活用していくという視点、大事やと思いますので、ぜひ、

その辺のところが早期にまとまるようにお願いしたいなと思って、終わります。 

 以上です。 

 

○ 荻須智之委員長 

 ほか、いかがでしょう。 
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 関連で、豊田委員。 

 

○ 豊田政典委員 

 まさに、笹岡委員のおっしゃるとおりだと思って聞いておりましたが、四日市港管理組

合に対して、多額の負担金を毎年毎年出して、職員も送っている。金と人間は出すけれど

も、何に使うか、どんな政策を展開するかということに対して、今の佐藤部長の物言いで

はあまりにも及び腰というか、口出しできない、アンタッチャブルの世界みたいに、私は

ニュアンスとして受け止めた部分があるんですよ。 

 そうじゃなくて、貴重な手がかりですよね、アイテムと笹岡委員は言われたけど。国際

交流を、シドニー港と四日市港というつながり、歴史を生かして、これから新たな展開に

持っていくんだというときに、うまく活用できればすごくいい手がかりになると思うし、

これを四日市市がやりたいと思ったなら、どんどん物を申して、四日市港管理港組合にも

強く出て、利用して、巻き込んでやっていかないと、港のことだからというようなふうに

僕は聞こえたので、それではあまりにもよろしくないなと思って聞いていましたが。 

 

○ 佐藤政策推進部長 

 ちょっと誤解を与えたようで、申し訳ございません。 

 私が申し上げましたのは、ちょっと及び腰というか、はっきりこっちで言い切れないと

いうのは、当然オーストラリア側の、向こうさんの意思というのもあろうかと思いますの

で、四日市港管理組合に対して云々という意味で私ども申し上げているものではございま

せん。 

 ほかの負担金のこういう事業をやってくれということに関しては、私もかなり四日市港

管理組合のほうには言っているつもりです。 

 今回の、先ほどの資料にもございました、みなとまちづくりの450万円という予算を四

日市港管理組合に何とかつけていただきましたけれども、これも当初はゼロでつけていた

だけない状況でした。その辺はかなり押していきまして、何とか負担金の中でやらせてい

ただくということもやってまいりましたので、私も姿勢としてはそういうことで臨んでい

るつもりですので、よろしくお願いします。 

 

○ 豊田政典委員 
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 分かりました。期待しておきたいなと思います。 

 

○ 荻須智之委員長 

 ほか、いかがでしょうか。 

 

○ 土井数馬委員 

 いつも豊田委員が指摘するところ、私も同じなんですけれども、決算で報告が出てくる

んですけれども、これをやりましたとか、あれをやりました。今日もおっしゃってみえま

したけど、それは決算ですので、単年度ですので、それでいいんですけれども、やっぱり

ちょっとこの辺が足りなかったとか、ここがというところも、やっぱり正直に書いていた

だくと、こういう協議の場で審議がしやすい、深く審議ができるんじゃないかなというふ

うに思うんですね。 

 だから、その辺もう少し思うところがあれば書いてほしい。 

 単年度ですから、そこまで書けないというのであれば別ですけど、やっぱりそうじゃな

いと次につながっていきませんし、このイベント状況なんか見ましても、何人増えた、何

を買った、何万円多かったとかありますけれども、次につながるようなポイントが書いて

ないわけで、分からないですよ、私たち見ても。 

 恐らく、次のページなんか、新たに企業のネットワークなんてありましたけれども、新

設のコーナーも造ってもらっていますけれども、それも県のに乗っかっているようなとこ

ろもありましたし、恐らく、こう毎年毎年、去年やっていた事業を繰り返しまたこうやっ

ていくようなことで、去年と比べてどうなんだ、だけれども、結局イベントというのは最

終的にどういうところに結びつけるのかというのは、恐らくシティプロモーションという

のであれば、今まで私どもも研究してきていましたけど、移住とか人口を増加させようと

いうふうなもくろみで進めていることだと思うんですけれども、こんな単年度の行事行事

で比較していても、これはいつ終結して次の目標に移っていくのかというのは分からない

ですね。 

 だから、このイベントは５年続けるんだと、５年続けて、もう一度見直して、次の段階

へ進んでいくというのが全く感じられないものですから、ただ、恐らく去年やっていた行

事を繰り返し繰り返しやっていくというふうな感じじゃないかなと、間違えているかもし

れませんけど、だから、その辺、この行事は何年計画で、次、どういうふうに進めていく
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のか、最終目標はどこなのかというのが、こういった単年度の決算でも分かるようになら

ないかなと思うんですけれども、その辺ちょっと教えてほしいなと思います。 

 

○ 佐藤政策推進部長 

 最終目標はというところで、例えば、特にシティプロモーションなんかですと、何がど

う変わったらそこまでが一番最後のゴールですよというのは、なかなかこれは設定するの

が非常に難しいかなと思います。 

 どうしても、今、入込客数がどれだけ増えましたよとか、参加者が増えましたよといっ

たようなことでしかなかなか表現できないというのは申し訳ないなと思ってはございます

けれども、最初に、豊田委員の質問にもございましたように、どれだけ認知度が上がって

きているかとか、そういうことを包括的に何らかの格好で、アンケート調査なりで認知で

きるような方法は考えていく必要はあるかなと思ってございますので、申し訳ございませ

ん。 

 

○ 土井数馬委員 

 部長のほうは、ゴールが難しい、最終的なところがちょっと難しいというふうな答弁い

ただいたんだけど、いろいろやってもらっても、最終はどこへ行くのか分からないのであ

れば、どんなイベントを組んでいただいても、どうなのかなというふうに私は思います。 

 ですから、目的を持ってやらないと、僅か何年計画では、何年単位で、先ほども出まし

たけど、何％増えたら次のところに進もうかというのがなければ、ただ単に行事をこなし

ていくだけになってしまうんじゃないかというちょっと懸念がありますので、また一度よ

く考えていただくように、これはもう要望をしておきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○ 荻須智之委員長 

 よろしいですか。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 

○ 豊田政典委員 

 まず、土井委員のやり取り、まさに今言われるとおりで、都市イメージやったり、シテ
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ィプロモーションに関しては、まさに段階を踏んで進めていくべきだと思うんですよ。 

 それが、目的がない。事業目的何なんだという話に戻っちゃいますよね。何のためにそ

のイベントをやっているのと。 

 それはしっかりと、最終目標はあるはずですから、なければやる必要はない。最終目標

に向かって段階を追って進めていくと。そのために、例えば認知度を上げるんだと、現在

は、第１段階は。それが上がったら次へ行くんだと。 

 そのように戦略的にやってほしいなと思いました。 

 あと、私質問、こういうやつと、ちょっと中核市と、委員長、二つあるので、まとめて

よろしいでしょうか。 

 

○ 荻須智之委員長 

 よろしいですね、どうぞ。 

 

○ 豊田政典委員 

 まず、会派からの宿題１本だけ。 

 土地開発公社の清算ということ、そういう段階に来てますが、公社清算して市に様々移

管される中で、土地や権利や訴訟関連の事案、これらは、新年度でまだやらなきゃいけな

いことあるのか、一定の区切りでもう完了なのか、ちょっと分かりにくいという意見があ

ったので、整理して答えてもらえませんか。 

 

○ 大橋政策推進部政策推進監 

 公社の関係の土地の関係でございますけれども、訴訟ですとか、いろいろ土地のこれか

らの権利関係、そういったものは今現在、公社のほうで進めております。 

 例えば仮登記でございますと、仮登記を本登記に進めていくような形ですとか、訴訟で

すと、訴訟はずっと続いてはおりますけれども、こちらのほうは、最終的に今年度で一応

結了というふうな形で、公社自体はなくなってまいりますので、それは、市のほうに引き

継ぐ形になります。 

 ですので、今現在、土地でそれぞれ、今のところ公社で進めているということでご理解

をいただければと思っております。 

 以上です。 
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○ 豊田政典委員 

 令和２年度、今年度、公社は清算して、四日市市に移管すべきところは移管する。その

作業はまさに進めている年であるというふうに理解しました。ありがとうございました。 

 中核市、追加資料を頂いたので、42分の28ページですけど、昨年度もこの分科会で意見

を言ってまして、なかなか進まない中で、覚書、確認書もある中で進まない。 

 ところが、ここにも書いてもらったように、総務省が、去年の１月に見解を示した。 

 大きな一歩であるので、またこれから知恵を絞って取り組んでくださいという話をしま

したが、その後、令和元年度の取組、成果というのは何かあったんですか。 

 

○ 大橋政策推進部政策推進監 

 昨年度なんですけれども、三重県との協議というふうなことで、総務省のほうからは、

中核市移行事務委託の件で認めていただいて、それを進めていくというふうなことで市と

しては思っておりましたけれども、やはり、三重県さんとしましては、全額、財政的な負

担をするのはなかなか難しいですとか、実施主体になることは難しいというところで、ど

うしてもずっと平行線をたどっているという状況でございました。 

 ですので、本年度の成果というところは、事務委託の中ではなかなか見だせてはいない

んですけれども、逆に、時期的なもので、事務委託は対策工事が、これ先がもう見えてき

ましたもので、そうしますと事務委託をやってまで中核市移行というふうなところが、な

かなかメリットが失われてきているという状況がございまして、その中で、昨年度は、ど

ちらかというと移譲事務のほうの整理を進めていくという動きに少しちょっとシフトして

いったかなというふうに考えてございますので、成果としますと、今まであまり取り扱っ

ていただいていないような移譲事務の関係の支障ですとか、そういった課題を県のほうで

整理をしていただけたというところが成果だと考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 改めてちょっと確認したいんですけど、この資料にもある、42分の13ページにもありま

すが、時の市長と知事が、平成18年、14年前に交わした確認書ですね。 

 この立場は、四日市市はまだというか、いまだに将来にわたって堅持すると考えていい
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んですか。 

 

○ 田中政策推進課長 

 42分の31ページの確認書に関しましては、私ども、これは大切な確認書で、これを堅持

したいと思っております。 

 

○ 豊田政典委員 

 私も当然そうすべきだと思うし、三重県もそうすべきだと思うんですが、それに対して

42分の30ページで、総務省は事務委託の話をしていますよね。事務委託を前提として進め

ていってくださいと、認めますよと。 

 ところが、③で、三重県の県廃棄物対策局は、それよく分からない、県議会、納得しそ

うもないので、全額負担は難しいぜというのは、これは、どの部分なんですか。工事の事

務委託した場合ということ、県が主体になった場合ということ。 

 

○ 田中政策推進課長 

 30ページのほうのいきさつみたいなところです。 

 ちょっとざっくばらんな言い方をあえてさせていただきますと、総務省としては、事務

委託という手法はあり得るということです。だから、中核市に移行するんだから、例えば

事務委託をしてはいけませんということではないですよと。 

 ただ、手法としてあるということは、県と市でその話がつけばよいという形です。 

 そこで、③のところですけれども、県としては、ちょっと言い方が悪かったら申し訳な

いんですけれども、四日市が中核市になるんだったら、ある程度何かしてもらう必要があ

るというか、100％県で残りもやるのかどうかということについては、必ずしもいいとは

言えない。市は市である程度負担、県は県である程度負担みたいな在り方というのは、考

え方としてあるんじゃないのだろうかという含みだというふうに私はちょっと理解してお

ります。 

 

○ 豊田政典委員 

 その県の言い分というのは、平成18年７月20日の基本的な考え方に反することを言って

いるんじゃないんですか。 
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○ 田中政策推進課長 

 ですので、私どもとしては、この確認書の履行というものを県に対して求めるという形

で、これまでずっとお話をしてきたと。 

 ですので、豊田委員のご指摘のとおり、この確認書をそのまま受け止めるなら、県でや

ってくださいという意味に私どもとしては思っております。 

 

○ 豊田政典委員 

 ③の文章というのは、向こうが出してきた文章なのかな。大体、市に対する支援策とい

うの、気に入らんな。支援って、おまえらがやるんやろうという話ですよね、主体はね。 

 そんなふうなことなんですけど、国に対してか何かよく分からない、条件を④で出して

きた、今度は。起債を認めろ、特別交付税措置を受けられることが前提条件だぜと。誰に

何を言ってる。 

 これ、どう展開して、決算なので、じゃ、１年間、よく分からない、これ以外の移譲事

務の話をしたというけどという話なんですけど、これ、改めて28ページにまとめてもらい

ましたやんか。平成18年、楠町合併から。ずっと振り返っていって、せっかく要件を満た

したけれども、その直後というか１年半後に、大矢知・平津事案が発覚して、覚書、確認

書を交わしましたよね。 

 土井委員や笹岡委員、よく覚えてみえると思うけど、さんざん議論して、これは四日市

は譲れないからというようなことで井上市長に託したんですよね。 

 今さらになって、三重県がそんな訳の分からん、もとい、ちょっとおかしなこういう言

い方をされているというのは、極めて四日市市としても、市議会の１人として不本意なん

ですけど、こう見ていって、産廃がなかなか片付かなかったり、延び延びに、平成25年ぐ

らいからもう空白の時期がずっと続いているような気がするんですよ、この話合い。 

 やっと総務省が、さっきの資料の見解を示してもらって、次なる、また動き出すのかな

と期待したんですけど、どう考えればいいんですかね。 

 決算で、これからを考えた場合に、委員長、令和４年度にこの工事は終わるんですか、

荻須さん。 

 工事が終わったら次の展開って何か考えられるのかな、あり得るの。 
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○ 荻須智之委員長 

 工事が終わったら、あとモニタリングですね。 

 何か支障があったら掘り返して、下手したら、何百億円、何千億円という出費が出てく

る可能性があります。 

 

○ 豊田政典委員 

 さらによくないかもしれないみたいな話ですけど、令和４年度の工事完了で、県との協

議は次なるステージに行けるの。 

 それとも、委員長の言うように、もっと多額の負担が問題になってきて、さらに進まな

くなる可能性あるぜというのは、悪いシナリオも考えられるんですか。 

 

○ 田中政策推進課長 

 非常に難しい問いで、戸惑っております。 

 ある種、ちょっと私も先ほどの言い方に語弊があったかもしれんとか、ちょっと心配は

しておるところなんですけれども、三重県のほうは県税を預かる立場、四日市市のほうは

市税を預かる立場、権限が県なのか、市なのか、県でやり続けるのか、市に移譲するのか

というところで、ある種、利害が対立するという言い方がいいのかどうか分かりませんけ

れども、必ずしも、一致を見るためには、いろんな意見を闘わすということが局面によっ

てはあり得るというふうに思っております。 

 それで、大矢知・平津事案が令和４年度に工事完了予定だと、委員長のおっしゃられた

ように、その後についても注意をしなければいけないかもしれんというところでございま

す。 

 ですもので、今日お示しした資料の中で、今後についてというところ、32ページの下の

ほうですけれども、産業廃棄物不適正処理事案に対する対策工事の状況及び対策工事終了

後の動きについて、引き続き三重県との協議を進めていくというふうな、ちょっと持って

回った言い方をさせていただいたのは、その辺に対して私どもも注視しなければいけない

という意識でございます。 

 ですので、工事自体が終われば全ていいのか、その後に関しても、我々は意を払いなが

らというか非常に注視をしなければいけないという意識でいるという、そのような状況で

ございます。 
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○ 豊田政典委員 

 もう少し、県が前提と言い出した起債と特別交付税措置については、42分の30ページの

②の総務省見解では、県、市の合意の下、協議しましょう、起債。起債の協議結果により、

特別交付税を判断する。 

 これはどう読めばいいの。県、市で何を合意したら、起債への協議に国と入っていくこ

とができて、その可能性があるのかないのか。 

 その後の、県の言っている特別交付税措置というのは、可能性はあるのかないのか。 

 

○ 田中政策推進課長 

 資料の中の特別交付税とか起債云々というところでございます。 

 産廃特措法に基づいて、事業の大臣認可を三重県として得ていると。それをもって、起

債であるとか、特別交付税とか、産廃特措法に基づく、財政上の国からの支援を得て、県

は工事を行っているというところです。 

 その工事途上で四日市にその事務を渡した場合、一旦、その支援措置がどうなるのかと

いうところでのやり取りということで、この辺のちょっと持って回った言い方になってい

ます。 

 その辺については、ちょっとたらればの話になっておるところがあるんですが、ちょっ

と身も蓋もないこと言いますと、令和４年度が工事完了であるなら、そういう協議をして

いるうちに、令和４年度末というのは来てしまうというところです。 

 ですもので、現時点でその点をさらに今深めていくメリットというのは、どうなってい

くのかどうなのかという点について、今年度を我々迎え、ちょっとどうかなと思っている

ところです。 

 そこで出てきたのが、先ほどちょっと懸念としておっしゃっていただいておる、工事後

というのも注意しないといけないし、もしかすると、そちらのほうをかなり注意しないと

いけない可能性というところでございます。 

 ですので、我々の協議の重心というのは、ここ一、二年、二、三年を経る中で変わって

きていると。昨年度から今年度にかけてというのが、その辺に関して、ちょっと重心が切

り替わってきているんだろうと私どもは捉えているところです。 

 すみません、答えになっていないかもしれませんが、現状の我々の思いでした。 
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 以上です。 

 

○ 豊田政典委員 

 もう最後にします。 

 決算という中で、中核市移行推進事業費26万9310円を使って、中核市市長会にも参加し

ていますよというようなことなんですけど、一番肝腎要の移行のためのハードルが、展開

がうまくできていないということで、非常に悲しい決算内容ですよねと言わざるを得ない。 

 だから、このままでは、何にもいつまでたっても進まないような気がしてならないわけ

ですよ。だから、困ったなって。 

 以上。 

 

○ 荻須智之委員長 

 よろしいですか。 

 

○ 豊田政典委員 

 もう委員長に任すわ。 

 

○ 荻須智之委員長 

 前々からの懸案でして、これは住民側もその状況で納得するかどうかという問題もはら

んでおります。住民は四日市市に対してあまり印象を持っておりませんという大問題も抱

えておりますので、しっかり地域を巻き込んだ４者協議会というのを続けていただき、実

は被害がないだろうと最初に勘違いしていた八郷地区にジオキサンの染み出しがまだ続い

ている。 

 これはどうやら、今の工事で止まりそうな気配になってきているというところまでは伺

っています。 

 ということで、これはこのまま進んだ上で、モニタリングは続けていただく、たくさん

の井戸があります。その中にはフェロシルト、アイアンクレーという放射性物質も埋まっ

ていますので、これは永久に消えてなくなりませんので、地震とかそういうのがあった場

合に、いつ何どきどういう被害が出るか分からないという代物でございます。 

 ですので、市だけでやはり管理していくのは大変だという気はしますので、田中課長、
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非常にお答えしにくくご回答いただいていましたが、やはり県に強く交渉していただくこ

とは大事かなとは思いますので、それは要望として出させていただきます。 

 分科会長報告で、豊田委員のご意見も踏まえた書き方をさせていただこうと思いますが、

何かこの件について、これは言っておきたいということがある方は、いかがでしょうか。 

 

○ 樋口博己委員 

 ちょっと豊田委員も決算なのでということで、それ以上の議論をためらったところもあ

るのかなと思いますけど、これ、決算と関係ないと言われたら関係ないところで、参考に

お聞きしたいんですけど、先ほどから令和４年度末には工事が終わるだろうから、何かそ

のままずるずる引き延ばしされているんだみたいな答弁だったと思うんですけど、工事が

完了して、四日市が中核市になって権限移譲された後に、委員長おっしゃってみえたモニ

タリングが、何らかの事が発生して、工事が必要になったという場合に、これは、先ほど

からこの件に関しては大臣認定があるから、県が起債を起こして特別交付税が受けられる

前提になっているということなんですけど、例えば四日市に権限移譲されて、モニタリン

グの中で何らかの追加工事が必要になったときには、今、県に対して大臣認定されている

ことは、四日市がもし追加工事をする場合にも、これは大臣認定されていて特別交付税措

置があるのかどうなのか。その辺の見通し、考え方をちょっと参考に教えてほしいんです

けど。 

 

○ 田中政策推進課長 

 産廃特措法自体が時限立法で、令和４年度でもって最終年度を迎えるというふうに認識

しておりますので、基本的にはその時点で終わる、国が何か新たな措置を出してくれたら

いいかもしれないので、その辺は現時点では何とも分かりませんけれども、現状の仕組み

で捉える範囲では、工事完了後については、跡地を管理する管理者が何かあった場合は自

分で措置しなければいけないということになるのではないかと捉えております。 

 

○ 荻須智之委員長 

 そのご説明でよろしいですか、樋口委員。 

 

○ 樋口博己委員 
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 時限立法でそういう制度だと言われたら、それを理解するだけですからね。それによっ

て四日市がどうこうはまた別問題だと思いますけれども。 

 状況だけ確認させていただきました。 

 

○ 荻須智之委員長 

 決算認定ですので、これをもう掘り下げると切りがありませんが。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうやで、これはもう参考にお伺いしただけ。 

 

○ 荻須智之委員長 

 ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 荻須智之委員長 

 ほかに案件がありましたら。 

 では、取りあえずこの中核市は閉めさせていただいて、関連の質疑はないので、次へど

うぞ。 

 

○ 村山繁生委員 

 職員による政策提案制度について、ちょっとお聞きします。 

 令和元年度は24件の応募で、４件が採用されて、そのうちの１件が予算化されたという

ことでよろしいんですか。 

 

○ 田中政策推進課長 

 そうでございます。 

 

○ 村山繁生委員 
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 僕はこれ、非常にいいことだと思うので、もっと伸ばしてほしいなと思うんですけど、

これも平成23年度から始まっているということで、もう10年近くなるわけですよね。 

 これ、大体いつも応募件数というのはこんなものなんですか。 

 

○ 田中政策推進課長 

 ここ二、三年はたくさん、そのような、20件前後とか、20件を超える件数で応募いただ

いて、そこから絞り込んでいるという形です。 

 

○ 村山繁生委員 

 採用するのは別に何件と、今年は何件を採用すると、そういう件数は決まっているわけ

ではないんですか。 

 

○ 田中政策推進課長 

 特に件数を絞っているものではありません。 

 ただ、事業として、予算化できるレベルであるかどうかというのは最終的に判断いたし

ます。 

 

○ 村山繁生委員 

 私ら議員としても、若い職員さんが本当に四日市のためにどういったことを考えてくれ

ておるのかと、非常に関心がありますし、期待もするところですので、もっとこの制度を

伸ばしてほしいし、私たちも皆さんがどんなことを考えているのかということもちょっと

知りたいと思いますので、もし、これは別に採決に影響しませんけど、また後でよろしい

ので、令和元年度にどんな提案があったのか、そのうち、どの案件が採用されたのかとい

うこと、ちょっと資料でいいので、また後でよろしいので、またお願いできませんか。 

 

○ 田中政策推進課長 

 では、令和元年度、昨年度の政策提案のテーマとその概要、その中でどれが選ばれたの

かが分かるようにした一覧表的なものということでご用意させていただきます。 

 

○ 荻須智之委員長 
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 よろしいでしょうか。 

 

○ 樋口博己委員 

 追加資料で出していただいた42分の39ページで、市街地と一体となったみなとまちづく

りのこれまでの取組についてのところなんですけど、これは、サイン計画をまずやってい

ただいていると思いますけど、緑、これは令和２年度以降になっていますけど、大体いつ

頃をめどに、サイン計画としては、この事業として完了するんですか。 

 

○ 田中政策推進課長 

 現時点では、令和４年度まで順次整備していく方向でおります。 

 

○ 樋口博己委員 

 分かりました。 

 あと、みなとまちづくりを考える会を昨年度につくっていただいて、いろんな検討され

たということなんですけれども、これ、四日市港ですよね。四日市港のほうで、千歳運河

の来訪者用のトイレとか駐車場というふうな話になっておる、案が、考え方は出ておるん

ですけど、41ページに、これは、そういう場所、トイレと駐車場ぐらいならあるんでしょ

うけど、また、その下に臨港地区における土地利用促進に向けた検討とあるんですけど、

こういった土地利用の検討の中に、前からちょっとちらっと出てる老朽倉庫の移転とか、

そんなようなことは議題に載っているんですかね。 

 

○ 田中政策推進課長 

 その辺につきましては、その資料の42ページ、最後のページの後半に今後についてとい

うことで、みなとまちづくり検討委員会というところでございます。 

 先ほど見ていただいている行動計画の短期という欄を見ていただいておるかと思うんで

すけれども、それぞれこういうような課題の抽出というのを踏まえまして、今、検討委員

会のほうで検討しておるところです。 

 四日市地区というか旧港、千歳の辺りにおいて、老朽化しておる部分をどうするのかと

か、親しみを持てる港のために、来訪者に向けて何かそういう、ハード整備の部分も含め

て、何らかの絵を描いていきたいというところで関係者が寄って、今年度いっぱいかけて
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ちょっとやっていきたいという思いでございます。 

 ですので、ご指摘のこの辺については盛り込めるよう、検討を進めるということでござ

います。 

 

○ 樋口博己委員 

 分かりました。 

 それで、今後についてということで紹介いただいたんですけれども、今後については四

日市みなとまちづくり協議会というのは設立、これは今年度の６月にというふうになって

いるんですけど、構成員が四日市商工会議所、四日市港利用促進協議会、あと、国、市と

なっていますけど、まちづくりは市民に親しまれるまち、港という観点だと思いますけど、

商工会議所とか、利用促進協議会に民間の事業所なりは参画されているんだと思いますけ

ど、例えば、事業者でなくて市民の意見というのはここには何らかの形で反映されるよう

になっているんでしょうかね。事業所からの意見は多分あると思いますけど。 

 

○ 大橋政策推進部政策推進監 

 この四日市みなとまちづくり協議会の中では、ちょっと市民の方の意見というのはなか

なかちょっと反映されていないのかも分かりませんけれども、下部組織で、みなとまちづ

くりプラン検討委員会というふうな形でつくらせていただいておりまして、こちらのほう

に、なかなかメンバー固定というわけではないのか分かりませんけれども、少し入ってい

ただいたりとかということはできるのかなというふうに思っておりますので、そういった

中で様々な意見は聞いていきたいなというふうには思っております。 

 

○ 樋口博己委員 

 ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

四日市みなとまちづくりというので、どのようにして、四日市港としては県と市が四日

市港管理組合というふうになっていますけど、やっぱり港のあるのは四日市ですし、市民

に親しまれる港という観点から、やっぱり市民の意見は大事だと思います。 

 そういうところで、やっぱり四日市の意見がしっかりと入ることが大事だと思っておる

んですけど、昨年も、舘副市長が部長時代のときにもお聞きしておったんですけど、四日

市と県の港の負担割合の話なんですけど、これは当時、舘部長時代に、税収が好調なこの
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ときに何らかのアプローチはしたいなというようなことをおっしゃってみえたんですけど、

何らかのそんな俎上に乗るようなことがあったのか、もし、あったとしたらどんな話をさ

れたのか、もしあれば教えてほしいんですけれども。 

 

○ 佐藤政策推進部長 

 港の管理組合のほうの県と市の負担割合については、この総務常任委員会のほうでも以

前からいろいろとお話が出ているというのは私も聞いておりまして、今現在のシステムで

すと、県のほうが査定権を持って、最終の予算を査定しておるという状況でございます。 

 そうすると、どうしても物流とか、そういったところへの事業費の投入というのは結構、

三重県さんもご理解いただくんですけれども、なかなか、市民向けの親しまれる港づくり

関係の予算には、あまり積極的なところはなかなか行ってもらえないなというところござ

いまして、議員の皆さんからは、負担割合をもう少し５対５とか、上げたらそうなるのか

という意見もいただいております。 

 ただ、私も以前に港にいた経験もございますけれども、なかなか負担割合だけでいくも

のでもないのかなというふうに思ってございまして、当然港の中の組織の体制であります

とかというのも必要になってこようかと思います。 

 ですから、まずはこのみなとのまちづくりを考える会の中で一つの構想案というか、こ

ういうのをきちっと、今回はコンサル担当を入れた格好で仕上げて、それをベースにまず

こういうまちを実現していきたいと、そのための組織としてどうあるべきかというのを、

一応協議してくださいよというのを県の総務部長のほうに私と市の総務部長のほうで今申

入れを行って、ちょっと少し港の現状についての情報交換等はしてまいりましたけれども、

今年に入りまして、なかなかこのコロナで三重県のほうも、県議会さんとかいろいろ忙し

くて、ちょっと今年度の話がまだできていない状況です。 

 まずは、来年度、今、協議会でやっておりますものの一つでも、何か小さいものからで

も事業化できないか、その予算をきちっと取れ、県市負担金の中でつけていく、それを目

標に今のところは我々としては進めておる状況です。 

 

○ 樋口博己委員 

 千歳地区は四日市なので四日市が当然入っていて、これ、構成員を見ると、港には間接

的には県は入っていますけど、ここに県は入っていないんですよね、国と市と港になって
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いますので。 

 この中では四日市の考え方が反映されやすいのかなとは思いますけど、部長のおっしゃ

っていただいたとおり、しっかりとここで構想をつくっていただければなと思います。 

 先ほどちらっと負担比率だけではという、解決できない問題もあるんだとおっしゃった

と思うんですけど、ポストの問題もありますよね。市の職員が行っているポストの位置、

港の振興課、市民に親しまれる港づくりのところの課の課長は四日市の職員が課長ポスト

についていますけど、要のところは県が持っていますので、その辺のところもしっかり協

議いただけたらなと思いますし、これ、どうなんですかね、市としては、別に僕も負担割

合は必ずしも５対５にせなあかんというわけではないんですけれども、これは手段である

んですけれども、改めて、市としてのスタンスとしては、港の、四日市の主導権というか、

四日市市の考え方の政策の反映のところは強く意志を持っているんだと思いますけど、ち

ょっと改めてその辺のお考えというか強い意志をちょっと、あえてお聞きしたいんですけ

れども。 

 

○ 佐藤政策推進部長 

 市の意見をいかに港の政策に反映させていくかということについては、私はもちろんで

ございますけれども、前任の今の副市長も市長も含めまして、何とか今の市民に親しまれ

る港づくりを進めたいという強い考えを持っていますので、それぞれの立場でお互いに機

会あるときには申し上げさせていただいておりますし、今回、県議会議員さんと市との懇

談会、その辺りにも、こういうのを市としては進めたいもので、頑張って三重県さんへの

予算の内容についてチェックをお願いしますといったことも申し上げておりますので、し

っかりやっていきたいと思っています。 

 

○ 樋口博己委員 

 しっかりお願いしたいなと思います。 

 また違うテーマでもいいですか。 

 主要施策実績報告書の53ページなんですけど、ここで広域的なネットワークの強化を図

るというところがあるんです。 

 これは、この予算としては、大きくは四日市地区広域市町村圏協議会負担金等とあって、

この協議会を通して広域的なネットワークを図ろうということだと思いますけど、広域行
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政に関して政策推進部の中で、市として具体的な考えを練っているのか、あくまでもこう

いう協議会の場で議論されてみえるということなのか、その辺はどうなんでしょうか。 

 

○ 田中政策推進課長 

 すみません、ちょっと意図をはかれていないんですけれども、例えば広域市町村圏協議

会などで広域行政の具体策を検討しているのかどうかとか、そういったようなご質問でご

ざいますか。 

 

○ 荻須智之委員長 

 樋口委員、よろしいですか。 

 

○ 樋口博己委員 

 ここで議論してもらうのは結構なんですけど、ここで議論するにしても、やっぱり四日

市として広域行政をしっかり進めていくという意思があって、考え方をしっかり持ってい

るんですかということを確認したいんです。 

 また、政策推進部がこれをやっていただくと思うんですけど、明確に役割があって、そ

ういうことをしっかり検討しているのかなということ自体を確認したいんです。 

 

○ 田中政策推進課長 

 広域行政という中で、四日市と３町の、１市３町の広域行政ということもあれば、北勢

地域という中での四日市とか、５市５町の中での連携や広域行政という考え方もあります。 

 あと、この主要施策実績報告の中では、例えば東海地域でのネットワークというところ

までも含んで書かせていただいているところです。 

 それぞれの集まりの単位によって私どもの果たす役割というのはそれぞれ違うところは

あるんですけれども、先ほどもちょっと中核市という話ありましたが、三重県の北勢の中

で、もしくは東海圏の中で、その30万人規模の都市としての存在感ということであるとか、

行政上のリードしていく立場ということを考えて広域行政を進めていくと、そういう意識

でやっておるところです。 

 

○ 樋口博己委員 
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 そうすると、具体的に、こんなビジョンを持って、そういういろんな協議会のそういう

場で議論しているということなんですかね。 

 例えば、それぞれの自治体が様々な公共施設を持っていますけど、この先どんどん老朽

化していって、それぞれが維持するのが大変だという話になってきますけど、そういった

ときに、広域行政の中で、じゃ、その施設をどうするんだという話も、例えば一つ、そん

な議論もしていかなあかん、そういう時代が近々もう来るんだろうなと思っておるんです

けど、だから、そういう、まずは、白紙で議論するわけではないんでしょうけど、四日市

としてしっかりとしたそういう広域行政の考え方を持っているということでいいんですか

ね、そうすると。 

 

○ 田中政策推進課長 

 ちょっとそういったかなり大きなテーマの投げかけのようなところで樋口委員の趣旨が

あったのだなというところで、ご質問の趣旨が分かりました。 

 ご提案いただいているような、例えばそういう行政の再編の部分というところになって

ございますと、今、例でいろいろ挙げている現状の活動よりかなり踏み越えた話になって

いきます。 

 現状は連携という、今やっている枠組みというのは、それぞれの自治体の中で、自分の

ところの行政をフルセットで行ってはいる。ただ、またがるような課題について、例えば

研究するとか、例えば１市３町でいえば四日市圏域ということで、様々な行政単位として

動くような枠組みがあるという範囲です。 

 ですので、現状はもうそういうレベルでしか動いておりません。 

 樋口委員がおっしゃってみえるような、中長期的に例えば行政権限というものをもっと

自由にしていかなければならないとなってきますと、連携中枢都市圏とか、そういう連携

協約とか、現状、まだ私どもが使っていないような地方自治法上のアイテムとか、総務省

のメニューというのを使っていくというところまでいかなければならないというところで

す。 

 ですので、ちょっと物足りない答えになったら申し訳ないんですけど、現状はそこまで

の議論というのはそれぞれの会議体で行っているわけではございません。 

 

○ 樋口博己委員 
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 今の答弁で、連携中枢都市という話もありましたけど、これ四日市、指定されています

ものね、既に。 

 そういう中で、今後どう進めていくんだということは議論していかなあかんと思うんで

すけど、その辺の議論がまだまだあれですかね。お互いが、足らず前を補完するにはどう

するかというレベルという趣旨で答弁されたんですかね。 

 

○ 田中政策推進課長 

 すみません、少し訂正させていただきます。 

 連携中枢都市のほうには四日市はなっていません。中枢中核都市という国のほうでの主

要な都市みたいなところに名を挙げていただいております。 

 連携中枢都市というのは、中核市を中心に周辺自治体が協約を結んで、あと、そういう

構想を持って、行政権限を融通し合うとか、得意なところが得意なことを例えばやるとい

うような枠組みとか、中心市のほうが周りの部分の面倒を見るとか、そこまでのことを踏

み込むことができる仕組みです。 

 それは、さっきの話もあるのでちょっと申し訳ないんですが、中核市が中心市として周

りを束ねていくという枠組みですので、現状、ちょっと本市としてはまだ活用することは

できないメニューでございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 中核市と言われると、なかなかハードルが高い話になっていくのであれなんですけど、

でも、中核市、目指すことはもう間違いない事実なので、来年度か、いつなのか別として、

なるということなので、やはりそういう広域行政のしっかりとした考え方を、基本的な考

え方、当然政策推進部の中で誰かが担うべきことだと思いますので、それはしっかりと今

から準備していかざるを得ないと思いますので、ちょっと今答弁をお聞きしておると、ま

だまだこれから始まるかなというぐらいですので、公共施設というのは例えばの話で、そ

れを今から踏み込んで議論するという話ではないとは思っていますが、それにしても、四

日市市の北勢圏での役割、圏域となるその立ち位置、その辺もしっかりと今後議論いただ

きたいなと思います。これは要望させていただきたい。 

 

○ 荻須智之委員長 



 - 66 - 

 ありがとうございます。 

 よろしいですか。 

 他にいかがでしょうか。 

 

○ 豊田政典委員 

 もう簡単に。 

 質問じゃないんですけど、今日、シティプロモーション、首都圏のところで、定期的に

何年間に１回、都市イメージや各種調査をすべきだという意見を出しましたし、土井委員

からは、シティプロモーションの段階的な展開という必要性を言われた。 

 これは、政策推進部から、よくこういう準備しますよという明快な答えはなかったんで

すけど、ちょっとシティプロモーション部の資料をちょっと先取りして見ていたら、明確

にあるんですよ。 

 ３年に１度、名古屋圏、首都圏の在住者にイメージ調査をやるとか、３年に１度、それ

から、土井さんの言われたシティプロモーションの展開、フェーズ１からフェーズ３まで

というのが書いてある。 

 だから、それを見ても、言い訳あったら言ってもらったらいいんですけど、これはやっ

ぱり別々に動いているのかな、政策推進部の東京事務所のシティプロモーションとシティ

プロモーション部の事業展開、施策展開、戦術、ここが、これは知らなかったんですか。 

 

○ 佐藤政策推進部長 

 いえいえ、私先ほど答弁させていただきましたのは、シティプロモーション部のほうで

は中部圏における認知度とか、それをやっていくというのがございましたもので、そうい

うように併せて、首都圏とか、そういうのもできないかなということも考えていく必要が

あるかなということで申し上げたところです。 

 

○ 豊田政典委員 

 当然、頭に入っているということですね。 

 こっちには首都圏の在住者も書いてあるんですけど、調査、そういうことであれば結構

ですし、段階的に歩調を合わせて当然やっていくということが大切だと思うので、重ねて

申し上げておきます。 
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 以上。 

 

○ 荻須智之委員長 

 ほか、いかがでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 荻須智之委員長 

 それでは、これより討論に移ります。 

 討論がありましたらご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 荻須智之委員長 

 なしの声いただきましたので、これより分科会としての採決を行いたいと思いますが、

よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

○ 荻須智之委員長 

 なお、全体会へ送るか否かは採決の後にお諮りします。 

 よろしいですね。 

 

（異議なし） 

 

○ 荻須智之委員長 

 それでは、採決を行います。反対表明がございませんでしたので、簡易採決とさせてい

ただきます。 

 議案第21号令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について、歳出第

２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費中秘書国際課、東京事務所関係部分、
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第８目企画費、第11目国際化推進費中秘書国際課、政策推進課関係部分、第８款土木費、

第５項港湾費につきまして、認定すべきものと決することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 荻須智之委員長 

 ご異議なしと認め、本件は認定するべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第21号 令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決

算認定について、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費中秘書

国際課、東京事務所関係部分、第８目企画費、第11目国際化推進費中秘書国際課、

政策推進課関係部分、第８款土木費、第５項港湾費について、採決の結果、別段異

議なく認定すべきものと決する。〕 

 

○ 荻須智之委員長 

 これにて、政策推進部所管部分の決算審査を終了します。 

 理事者の入替えがありますので、委員の方は休憩を取らせていただきます。 

 では、午後４時20分再開で再開します。 

 では、理事者の方、お疲れさまでした。 

 

                                １６：０８休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １６：１９再開  

 

○ 荻須智之委員長 

 それでは、これより、シティプロモーション部に係る議案の審査に入ります。 

 まず、部長よりご挨拶をお願いします。 

 

○ 渡辺シティプロモーション部長 

 シティプロモーション部でございます。お疲れのところ、どうぞよろしくお願いいたし
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ます。 

 さきの議案聴き取り会におきまして、ご質問いただいて、資料提供のお話を頂戴した内

容について、追加資料ということでまとめさせていただきましたので、まずはそちらのほ

うの説明をさせていただいて、質疑にということで考えております。どうぞよろしくお願

いします。 

 

    議案第21号 令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について 

      歳出第２款 総務費 

         第１項 総務管理費 

          第１目 一般管理費中広報マーケティング課関係部分 

          第４目 文書広報費中広報マーケティング課関係部分 

        第７款 商工費 

         第１項 商工費 

          第３目 観光費 

 

○ 荻須智之委員長 

 ありがとうございます。 

 では、議案第21号令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計の決算認定のうち、シテ

ィプロモーション部所管部分を議題といたします。 

 本件につきましては、議案聴取会において追加資料の請求がありましたので、資料の説

明を求めます。 

 

○ 森シティプロモーション部参事兼広報マーケティング課長 

 広報マーケティング課長、森でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 先日の議案聴取会でご請求いただきました追加資料のご説明をさせていただきます。 

 タブレットは、05_８月定例月議会、04_総務常任委員会、005_シティプロモーション部

（追加資料）、こちらの３ページからとなってございます。よろしくお願いいたします。 

 

○ 荻須智之委員長 

 よろしいでしょうか。 
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 どうぞ。 

 

○ 森シティプロモーション部参事兼広報マーケティング課長 

 ありがとうございます。 

 それでは、３ページ、まず、笹岡委員のほうから、ふるさと応援寄附金の返礼品体験型

メニューのうち、コンビナート夜景撮影講座について、どうして希望者がいなかったのか、

どのようにＰＲをしたのか、また、どのような形、スケールで募集を行ったのかが分かる

資料ということでご請求を頂戴いたしました。 

 資料にございますように、まず、この講座の概要は、そこに記載いたしましたように、

本市在住のカメラマンが講師となりまして、工場夜景の撮影の仕方を学ぶものとなってお

ります。 

 対象者は、ふるさと応援寄附金に３万円以上ご寄附をいただいた市外在住の方で、返礼

メニューとしてこの講座を選択いただいた方となっております。また、そういう寄附者が

５名以上お申込みをいただいた場合に開催することとしておりました。 

 場所といたしましては、四日市港ポートビルの14階展望展示室、いわゆるうみてらす14

と四日市ドームの東側で、撮影の予定をしておりました。 

 次の、開催できなかった理由でございます。 

 実は、私は先日の議案聴取会のほうで、希望者がいなかったと申し上げましたが、大変

申し訳ございません。私が勘違いをしておりました。 

 正しくは、日程の調整の中で講師の都合がつかず開催ができなくなり、募集をしていな

いという事実がございました。 

 この講座は、撮影に適した気候と工場夜景の日との関連を考えまして、２月の開催とし

ておりました。11月からふるさとチョイスという募集サイトに掲載を予定し、募集を行お

うとしておりましたが、講座開催日の日程調整をしていく中で、四日市港の会場の利用で

きる人と講師の日程がうまく調整できず、結局、事業そのものが開催できなくなってしま

いました。 

 １年前の平成30年度には１名の参加希望がありながら、５名に満たなかったため開催を

しておらず、年度を混同してご説明申し上げてしまいました。大変申し訳ございません。

おわびを申し上げます。 

 なお、本年度につきましては、講師とちょっと相談をいたしましたんですが、事業は、
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講師のご都合もあり、実施しないこととしております。 

 また、ふるさと応援寄附金をどのようにＰＲしたのかを、次の４ページにお示しさせて

いただきました。 

 令和元年度は、７月17日に、返礼品の提供事業者の追加募集説明会、こちらを開催し、

ホームページとパンフレットを更新するなどして準備をいたしました。 

 広告掲載等一覧にありますように、新聞折り込みや冊子への広告掲載、都内タワーマン

ションでのデジタルサイネージ広告などでＰＲをいたしました。 

 ふるさと納税に積極的な人が多い首都圏と富裕層に向けて重点的に広報をするとともに、

東海圏においても、本市の魅力的な返礼品を通じて都市イメージを高めていただけるよう、

ラジオ放送などでもＰＲに努めました。 

 なお、令和元年度のふるさと応援寄附金の実績は表のとおりとなっております。 

 以上が、ふるさと応援寄附金に係るＰＲについてでございます。 

 

○ 小松観光交流課長 

 観光交流課長の小松でございます。よろしくお願いをいたします。 

 では、資料のほう、５ページをお願いしたいと思います。 

 こちらは、村山委員から、花火大会における決算額中、支出に係ります約4500万円につ

きまして、より詳しい内容が分かるものをとご請求いただいたもので、実行委員会の令和

元年度決算書資料としてお示しをさせていただいたところとなってございます。 

 まず、表の上部、収入の部とございますが、こちらは財源となります収入についてです

が、市からの補助金2480万円に加えまして、協賛金や有料観覧席など、決算額は4892万

7603円となってございます。 

 次に、支出の部でございますが、決算額は4519万5266円、４費目がございますが、うち、

１、事業費が全体の99.8％を占めている状況となっております。 

 細かな内訳でございますが、まず、花火代、こちらは３業者に花火のほうを製作いただ

いておりまして、その製作費用、運搬、打ち上げ、一連の行為というようなところで、ト

ータル約1500万円となっております。 

 そして、ポスターやプログラム、専用ホームページ開設費など、宣伝費としまして137

万円、安全対策や海上打ち上げの土台となります台船の使用料など、設備費として約818

万円、企画運営委託や警備委託、廃棄物の処分費など、事業所費といたしまして約2037万
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円となってございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○ 荻須智之委員長 

 ありがとうございます。 

 

○ 森シティプロモーション部参事兼広報マーケティング課長 

 続きまして、６ページから13ページの追加資料の説明をさせていただきます。 

 こちらの資料につきましては、豊田委員から、シティプロモーション部が目的に掲げて

おります、市民が本市を誇る気持ちを高めること、本市知名度の向上、市外からの交流人

口の増加・促進、都市イメージの向上の４点につきまして、当部の事業について成果を検

証しているのか、あるいは検証を行おうとしているのか、分かるものをという資料請求を

いただきました。 

 まず、資料のつくりのご説明をいたしたいと思います。 

 ご指摘いただきました、都市イメージと知名度の向上につきましては、同じ取組である

ことが多いため、便宜上、一つにまとめさせていただきました。 

 表の左の欄、こちらにその目的を達成するための主な事業を記載し、右の欄に、その成

果や検証と考える事柄を記載しております。 

 事業は、広報マーケティング課、観光交流課の順に並べております。 

 同様に、９ページの２には、市民が本市を誇る気持ちの醸成、11ページの３には、交流

人口の増加・促進についての事業を記載しております。 

 12ページにはそれらを取りまとめ、１、２の項目について、進捗や効果測定についての

考え方を示し、13ページには交流人口の増加・促進について、シティプロモーションの現

状と課題について記載をさせていただいております。 

 それでは、主な事業について、最初から順を追って簡潔にご説明いたします。 

 恐れ入ります、６ページに戻っていただきますようお願い申し上げます。 

 一つ目です。 

 首都圏シティプロモーションイベントは、記載の３か所で、合わせて約700人のご来場

をいただき、本市の魅力を感じていただくことができました。 

 次の、インターネット広告、こちらでございますが、左の欄の主な事業の下の欄に、黒
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い星印で交流人口の増加・促進を含むとしておりますのは、都市イメージと知名度の向上

を目的にしている事業ではございますが、副次的に、交流人口の増加・促進にも寄与をす

るということを示しております。 

 これらの成果・検証でございますが、７月から12月の６か月間、名古屋圏や三重県内の

人に絞り、ヤフーやグーグルの検索サイトにバナー広告を掲出し、大四日市まつりや花火

大会のページに誘導を図りました。 

 表示回数、クリック数はそれぞれご覧のとおりでございます。 

 成果といたしましては、特に花火大会においては、誘導先のホームページへのアクセス

数、こちらが平成30年度の2.8倍であったことから、一定の効果があったものと考えてお

ります。 

 次に、名古屋駅デジタルサイネージ広告です。 

 ７月から本年３月の９か月間に、ＪＲ名古屋駅構内などで、デジタルサイネージにより

イメージ映像を放映いたしました。 

 これらの効果をはかる確たる方法は残念ながら見いだせておりませんが、昨年度、イン

ターンシップで来ていた大学生に、このサイネージの広告を見てもらい、アンケートを行

いました。 

 結果といたしましては、本市の印象がよくなったという人が49人で52％、変わらないと

いう人が41人で43％となり、拮抗しております。 

 イメージの向上に向けて、事業を継続してまいりたいと考えております。 

 次に、７ページをご覧ください。 

 暮らしＰＲパンフレットの作成でございます。 

 これは市外の方に、本市をより分かりやすくご理解いただくために、住宅地の価格など

の東京都との比較や有効求人倍率、医療機関数など、数字を用いまして、本市の優位性や

暮らしやすさを表わしてつくったものでございます。 

 移住のイベントでも、こういうものがあると分かりやすいと、来場者に好評であったと

聞いております。 

 以上でございます。 

 

○ 小松観光交流課長 

 続きましての項目から、観光分ということでご説明のほうをさせていただきたいと思い
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ます。 

 まず、東海ラジオにおけるシティプロモーション番組放送というところで、今年度につ

きましては３年目を迎える取組となっておるところとなりますが、この取組に係ります数

値的なところといたしましては、ラジオ、リスナーとしてお聞きいただく方の数というと

ころが重要かと考えておりまして、聴取者数のほうをお示しいたしております。 

 14万人、東海ラジオがエリア人口として把握をしております人口が約2000万人というと

ころ、それと、ビデオリサーチ調べによりまして聴取率のほうが0.7％というような数字

を得ておりますので、こちらを掛け合わせて聴取者数は14万人というふうに捉まえており

ます。 

 参考までに、リスナーから放送のたびにいただくお声のほう、紹介までに記載のほうを

してございます。 

 続きまして、開局60周年記念東海ラジオ大感謝祭2019への参加ということで、こちらの

イベントにつきましては、主催者は東海ラジオというところになります。 

 当日は、ラジオ番組の公開生放送のほか、本市のブース出展、こにゅうどうくんのステ

ージ出演など、名古屋圏におきまして本市のＰＲを実施いたしました。 

 開催場所は、栄のど真ん中、オアシス21、来場者数は２日間で12万3000人、お越しいた

だきました。 

 こちらにつきましても、参考までに来場者の声を記載させていただいております。 

 続きまして、シティプロモーション映像制作でございます。 

 こちらの映像制作につきましては、続・必見四日市のほうを制作いたしまして、ユーチ

ューブでの公開、撮影場所を巡るロケ地マップの作成並びにマップの映画館など主要施設

への配布という取組を行いました。 

 制作発表につきましては、三重テラスのほうで開催のほうをいたしました。結果、新聞

記事掲載が延べ29紙、29紙のトータル発刊数が約１億3118万部、こちらのほうを広告価値

に換算いたしますと、3770万円ほどの広告換算価値があったというところでございます。 

 取材当日は、新聞、テレビ局など、17社ほどがお越しいただきまして、メジャーな情報

番組等で放映並びに記事掲載がなされたというところでございます。 

 また、この映像を作成する最中に、お諏訪踊り保存会、四日市諏訪太鼓保存会、朝明高

校自転車競技部など、市民の皆さんにもご協力をいただくなど、地域を巻き込んだＰＲ映

像となってございます。 
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 また、あわせて、四日市萬古焼あるいは大矢知そうめん、かぶせ茶、ながもちなど、本

市ならではの名物料理のＰＲもふんだんに盛り込んだ作品となってございます。 

 こういった取組から、都市イメージ、知名度の向上という項目に挙げさせていただいて

おりますが、タイトルの下に星印がありますように、市民が本市を誇る気持ちの醸成を含

むと、副次的なところも記載をさせていただいております。 

 では、続きまして、８ページをお願いいたします。 

 シネアドの放映ということで、先ほどの必見四日市、こちらを活用いたしましたシネア

ドの放映となっております。 

 放映会場は、名古屋市にありますミッドランドスクエアシネマ、そして、本市の109シ

ネマズというところでございます。 

 放映場所並びに座席数、放映期間、そして、この期間に動員された数につきましては、

記載のとおりとなってございます。 

 次に、四日市ＳＴＹＬＥ2019 ｉｎ アスナル金山でございます。 

 こちらにつきましては、東海ラジオとの連携によるシティプロモーション番組の公開収

録、観光ＰＲブースの出展、そして、こちらの取組ではアンケート調査の実施のほうを行

ってございます。 

 イベント当日は来場者の方が約9000人ということで、来場者の声のほうは記載のとおり

となっております。 

 アンケート調査につきましては、３年前の同イベントにおきましてアンケートを行って

おり、ほぼ、お聞きさせていただく内容は同内容で、令和元年度も行いました。 

 まず、来場者に関してのアンケートということで、このイベント等をどのような形で知

ってお越しになられたかという質問に対しまして、３年前は、たまたま通りかかった、こ

ちらが75％、こちらは、立地場所がアスナル金山ということで金山総合駅前の商業施設と

いうことで、人の往来が多くあります場所になりますが、こちらが、令和元年度では、

35％という状況となってございます。 

 そして、このイベントを何で知りましたかにつきましては、ホームページやチラシ、Ｓ

ＮＳ等その他ということで、それぞれパーセンテージが記載のように上がっておるという

状況でございます。 

 そして、もう一つ、質問項目として四日市のイメージにつきまして、複数回答可という

内容でお聞かせをいただいております。 
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 ３年前では、工場や公害等というイメージが66％ございました。そちらが22％と、39ポ

イントの減というようなところが見受けられました。それに加え、工場夜景、こにゅうど

うくんのポイントがそれぞれ記載のとおり上がっておるというような状況でございました。 

 続きまして、シティプロモーションステッカーの作成でございます。 

 こちらにつきましては、県のトラック協会北勢支部のご協力をいただき、会員企業様の

トラック等車両へ掲示するステッカー、こちらのロゴにつきましては、市議会のまちなか

元気づくり議員連盟考案のロゴのほう活用させていただいたところとなっておりますが、

会員企業からの申込み制とした取組となっております。 

 配布数は15社で488枚、配布に至る中で市、トラック協会の相互理解、市への愛着の風

土も醸成されたというふうに感じておるところでございます。 

 

○ 森シティプロモーション部参事兼広報マーケティング課長 

 それでは、続きまして、２、市民が本市を誇る気持ちの醸成でございます。 

 シティプロモーション部の広報マーケティング課では、市長出演番組を制作、放送し、

子育て支援や産業振興などのテーマで、本市の特徴ある取組や企業の強みなどをお伝えし

てまいりました。 

 また、その下の広報よっかいちの号外、魅力発信号と名づけまして、本市の優位性や魅

力を、年間４回に分け、その時々の旬な情報をお届けしてまいりました。 

 以上です。 

 

○ 小松観光交流課長 

 引き続き、ご説明をさせていただきます。 

 改元記念イベントの実施ということで、新元号を迎えました５月１日に、市民課の臨時

窓口の開設に合わせまして、新元号婚で婚姻届をご提出される方が多数お見えになる見込

みがございましたもので、その方々を祝福するという意味合いも込めまして、令和元年を

あしらった記念パネルを設置いたしまして、市内結婚式場とのコラボにて、記念写真の撮

影会のほうを実施いたしました。 

 利用者は148組、トータル322名、うち、婚姻届を提出いただいた方が82組164人という

ところでございます。 

 下には、紹介までに、来場者のコメントを記載してございます。 
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 続きまして、こにゅうどうくんイラスト使用許可並びに着ぐるみの貸出しというところ

でございます。 

 こちらのほうも、本市を誇る気持ちの醸成を図る指標として用いさせておるところにな

りますが、イラストの使用許可申請、こちらは平成30年度から全ての使用料を無料化した

というところもありまして、件数がかなり伸びておるというような状況でございます。 

 着ぐるみのレンタルに関しましても、数字のほうが年々伸びておるところですが、令和

元年度には、新型コロナウイルスの感染症防止の観点から、イベント自体のキャンセルが

相次ぎまして、思うように数字が伸びなかったというようなところでございます。 

 では、10ページをよろしくお願いします。 

 ご当地四日市鍋創作コンテストとの連携というところでございます。 

 こちらの創作コンテストの主催につきましては、萬古の組合さんというようなところに

なりますが、私ども観光交流課並びに東海ラジオとのコラボレーション企画として、開催

のほうをさせていただきました。 

 ゲストを迎え、公開録音の実施であるとか、その結果、関東や関西方面から多くの若い

方、特に女性が押しかけていただきました。 

 開催に向けては、四日市萬古焼等地場産業者あるいは地元関係者との協働により、地場

産業の魅力が発信できたというふうに感じております。 

 主催者側の声、来場者の声につきましては、記載のとおりでございます。 

 続きまして、Ｂ－１グランプリ開催に向けた取組というところでございます。 

 令和元年度につきましては、令和２年度の本大会に向け、ＰＲ並びに開催に向けた準備

というところで過ごしてまいりました。 

 こうした来場者のおもてなしに資する取組を企画する中で、ボランティアの方を募った

結果、100人の申込みがあられたり、あるいは地域の方、あるいは商店街の方と一緒にな

って取組ができたというようなところを感じております。 

 また、アンケート結果とありますが、こちら、花火大会の当日に、来場者アンケートと

いうことで、Ｂ－１グランプリの認知度調査を行いました。 

 実は、令和元年の４月23日に記者発表で初めて本市でＢ－１グランプリをやるという発

表をしましてから、花火大会までちょうど４か月期間がございました。 

 ４か月後の意識調査というところになりますが、まず、Ｂ－１グランプリ自体のイベン

トを知っているかどうかにつきましては、65％が知っているという、メジャーなイベント



 - 78 - 

になりますもので、かなりの数が知ってございましたが、逆に、令和２年５月に本市で開

催されることを知っているかについては、知らないが87％と、かなりひどい結果でござい

ました。 

 ４か月しかたっていないというところは言い訳にしかならんのですが、それを踏まえま

して、この結果を受け、下記の記載のとおり、ラジオ、情報誌、啓発イベント等で、かな

りの件数、ＰＲの強化に努めたというところを行わせていただきました。 

 続きまして、大四日市まつりでございます。 

 大四日市まつりだとかなりの人が集まるイベントということで、交流人口の増加・促進

というカテゴリーに入れるものには本来なろうかと思うんですが、市民を主役とした市民

中心の祭りというところで、あえてこちらのカテゴリーに入れさせていただいております。 

 こちらにつきましては、モバイル空間統計で、来場者数が２日間で約34万人ということ

が判明いたしました。 

 私ども、主催者側が取っておる人と約10万人ちょっとの乖離が生じたところになります

が、この結果を基に分析を行いましたところ、２日間で市内の方が80％、市外、県外の方

が20％ということで、これまでこの分析を行うまで、市の祭りという位置づけからもう９

割強の方が市民の方かなというふうに事務局、思っておりましたが、結果を見まして、

20％、数にしますと約６万8000人の方が市外、県外からお越しいただいておるということ

が、この結果を、分析を通じて知ることとなりました。 

 シビックプライドの醸成というところで、先ほども申し上げましたとおり、市民が主役

となる祭りということもございますもので、企画をする段階でも市民の方々にたくさん入

っていただきながら、あるいは当日関わっていただきますボランティアにお越しいただい

たというようなところで取組を進めてまいりました。 

 では、続きまして、11ページをお願いいたします。 

 ３番目の項目、交流人口の増加促進につきましてご説明をさせていただきます。 

 まず、四日市花火大会でございます。 

 こちらが、モバイル空間で見ましたところ３万5000人という来場者数で、事務局の数字

よりも約１万人少ないという結果でございました。 

 昨年度の８月の決算議会のときにも資料をご提供させていただいたところにはなります

が、そのときに、市内の方、市外、県外の方の内訳を、有料観覧席のシェアあるいは障害

者駐車場の申込みのシェア、こちらから、大体６対４という割合で見ておりました。 
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 今回のモバイル空間統計によりまして、記載のとおり、市内が約64％、それ以外が県内

市外あるいは県外という結果となりましたもので、見込んでおりました６対４という数字

につきましては、あながち乖離はなかったかなというところが今回の分析で把握できたと

ころとなってございます。 

 続きまして、サイクル・スポーツ・フェスティバルでございます。 

 こちらにつきましては、参加申込み者総数が650人に対しまして、市外、県外の申込み

が612名、割合としましては93.9％というところでございました。 

 こちらの取組につきましては、15年間ずっと続けてきておりまして、その成果もござい

まして、日本自転車競技連盟から、水沢地区連合自治会並びに本市に感謝状を昨年度、贈

呈いただきました。 

 昨年度の取組につきましては、オリンピック候補選手として現役で活躍されております

２選手、金子選手、石上選手のトークショーを前夜祭に開催いたしました。 

 そこにご参加いただきました次代を担う子供たちに、夢や希望というものを持ってもら

えたかなというふうに感じておるところでございます。 

 続きまして、客船誘致事業でございます。 

 こちらにつきましては、記載のとおりでございますが、外国クルーズ船での数字のみと

なっておるところにはなりますが、8122名のうち、港と市街地を結ぶシャトルバスに乗ら

れて、ご利用いただき、約2782名の方が中心市街地にお越しいただいたというところとな

っております。 

 では、次の12ページをお願いいたします。 

 ご当地キャラクター感謝祭というものを実施いたしました。 

 こちらは四日市ドームの広い会場におきまして、消防の出初式とのコラボレーション企

画、東海ラジオの公開録音もそこに加えまして実施をいたしました。 

 このたびの取組の中で、クラウドファンディングを市として初めて活用するということ

で、このイベントに、大入道にも参加してもらい、演技を楽しんでいただいたというとこ

ろとなります。 

 来場者数は約7000人、全国津々浦々からキャラクターが39体、クラウドファンディング

の目標額は100万円と置いておりましたが、それを上回る112万3000円、寄附件数として73

件を頂く結果となりました。 

 出演者の声、来場者の声につきましては、それぞれ記載のとおりとなっております。 
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○ 森シティプロモーション部参事兼広報マーケティング課長 

 それでは、それぞれの目的に対するこれらの取組の総合的な成果をどう測定していくの

かについてご説明をさせていただきます。 

 12ページの下に掲載しております総合計画における進捗状況をはかる主な指標をご覧く

ださい。 

 こちらは、平成29年度に行いました都市イメージ調査で、名古屋圏における暮らしやす

い都市イメージとして、本市は14市中13位となっておりました。 

 本市の実力からすれば明らかに低いと考えておりまして、本市の認知度と都市イメージ

を高めることが必要であるということを如実に示す結果と考えております。 

 したがいまして、これを10年後には５位にまで高めていくことを一つの指標としており

ます。 

 そこで、都市イメージ調査や市民に対する本市への親しみ、愛着に関する調査などをイ

ンターネットのリサーチシステムを用いて、本年度も実施を予定しており、その後、３年

ごとに実施をし、都市イメージ知名度の向上や市民が本市を誇る気持ちの醸成などについ

て、変化や推移を見てまいりたいと考えております。 

 

○ 小松観光交流課長 

 13ページをお願いいたします。 

 今後のシティプロモーションの展開につきましてご説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、これまでの取組でございますが、イベントの開催あるいはメディアを活用した情

報発信を連動して実施することによりまして相乗効果を高め、広域へのプロモーションを

実施することで、市の認知度並びに都市イメージの向上を目指して進めてまいりました。 

 下の図のピラミッドをご覧いただきたいんですが、こちらがフェーズ１からフェーズ３、

取組の段階を私どもで考え、示したものとなっております。 

 これまでの取組につきましてはフェーズ１、知る機会の創出ということを目標に掲げて

展開してまいりました。 

 本市の存在や本市の特徴を広く皆さんに知っていただくということを位置づけてござい

ます。 
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 この取組に関しての成果や検証につきましては、先ほどの各事業ごとのご説明でも触れ

させてはいただきました。 

 しかしながら、それは、あくまでもそのイベントの参加者や来場者というごく限られた

範囲内での分析リサーチとなりますので、広域にわたります市の認知度並びに都市イメー

ジについては、今年度に広報マーケティング課が実施する都市イメージ調査におきまして

把握してまいりたいというふうに考えております。 

 また、今後の取組につきましては、次なるフェーズを見据えまして、新型コロナウイル

ス感染症の状況も念頭に置きながら、市民が本市を誇る気持ちの醸成等、交流人口のさら

なる増加を図ることを目的としまして、フェーズ１、知る機会の創出を継続実施しながら

も、多くの方が四日市へ来訪していただける施策を展開し、さらなる都市イメージの向上

を目指していきたいというふうに考えております。 

 その際には、今回のモバイル空間統計を活用した来場者属性分析から得られた結果を基

に、対象エリアやターゲット層に応じた、四日市にぜひ行ってみたいと思わせるような、

訴求力の高いコンテンツを造成していくとともに、より効果的なＰＲを図ってまいりたい

と考えてございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○ 荻須智之委員長 

 ありがとうございます。 

 

○ 土井数馬委員 

 議事進行ですけど、今日はこの程度で置いて、明日から再開というふうな提案をさせて

もらいたいと思うんです。 

 

○ 荻須智之委員長 

 午後５時ぐらいまでと思っておりましたので、切りのいいところで、今日ここで終わら

せていただくことでよろしいでしょうか。土井委員からのご提案ですが。 

 

（異議なし） 
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○ 荻須智之委員長 

 では、本日はここまでとさせていただきます。 

 理事者の方、ありがとうございました。 

 

                                １６：５３閉議  


